
ー
は
じ
め
に

二
人
権
保
障
機
構
設
置
の
模
索

H

国
連
関
係

口

N
G
0
関
係

三
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
状
況

H

政
治
状
況

口
人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況

口
憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定

四
実
際
の
人
権
状
況
（
以
上
、
本
号
）

四
展
望
|
ー
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
実
現
の
可
能
性

目

次

阿山

ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
の
構
想
日

部崎

浩 公

己士
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第
五
五
・
五
六
条
）

個
人
の
人
権
の
保
障
は
、
第
一
義
的
に
は
、
各
国
の
憲
法
を
頂
点
と
す
る
国
内
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
国
内
問
題
」
で

あ
る
こ
と
は
今
日
で
も
変
り
は
な
い
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
以
来
、
人
権
保
障
の
問
題
が
国
際
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
面
が
次
第
に
多

く
な
り
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
、
国
連
憲
章
が
「
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
」
を
尊
重
す
る
よ
う
に
助
長
奨
励
す
る

た
め
国
際
協
力
を
行
な
う
こ
と
を
国
連
の
目
的
の
一
っ
に
掲
げ
、
加
盟
国
は
そ
の
た
め
に
国
連
と
協
力
す
べ
き
も
の
（
同
第
一
条
三
項
、

と
し
た
こ
と
や
、
国
連
等
に
よ
り
、
国
際
的
な
人
権
保
障
に
関
す
る
多
数
国
間
条
約
が
数
多
く
成
立
し
た
こ
と
に
よ

り
、
人
権
保
障
の
問
題
は
「
国
内
問
題
」
の
枠
を
超
え
、
次
第
に
「
国
際
的
関
心
事
項
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
に
掲
げ
た
国
連
憲
章
の
人
権
規
定
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
権
の
精
確
な
定
義
を
欠
き
、
国
連
加
盟
国
が
人
権
尊

重
に
関
し
て
憲
章
上
負
わ
さ
れ
る
義
務
に
関
す
る
規
定
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
人
権
保
護
の
実
現
の
た
め
の
履
行
確
保
に
関

す
る
規
定
が
大
雑
把
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
連
加
盟
国
が
個
々
の
具
体
的
な
人
権
を
尊
重
・
遵
守
す
べ
き
法
的
義
務
を
こ
の
規
定
か
ら
直

ち
に
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
欠
陥
は
世
界
人
権
宣
言
の
採
択
や
各
種
の
人
権
諸
条
約
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
徐
々
に
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
権
保
障
に
関
す
る
多
数
国
間
条
約
の
多
く
は
、
条
約
当
事
国
が
個
人
の
人
権
を
保
護

す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
人
権
保
障
の
問
題
が
「
国
際
的
関
心
事
項
」
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
国
際
的
レ
ベ
ル
で
の
個
々

の
具
体
的
人
権
の
保
護
は
、
人
権
条
約
の
当
事
国
に
よ
り
そ
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、

国
際
的
レ
ベ
ル
で
実
効
的
な
人
権
の
保
護
を
達
成
し
得
る
か
否
か
は
、
各
当
事
国
が
人
権
諸
条
約
に
よ
り
約
束
し
た
人
権
保
護
義
務
を
誠

実
に
履
行
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

は

じ

め

に
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

今
日
ま
で
成
立
し
た
各
種
の
人
権
諸
条
約
は
、
報
告
制
度
、
直
接
交
渉
制
度
、
国
家
通
報
制
度
、
個
人
通
報
制
度
、
紛
争
の
司
法
的
解

決
制
度
等
様
々
な
履
行
確
保
の
た
め
の
仕
組
み
の
い
ず
れ
か
を
内
包
し
て
い
る
が
、
こ
の
履
行
確
保
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

同
質
的
な
国
家
の
み
を
当
事
国
と
す
る
地
域
的
な
人
権
条
約
の
方
が
、
異
質
な
国
家
を
当
事
国
と
す
る
普
遍
的
な
人
権
条
約
よ
り
も
、
緻

密
か
つ
効
果
的
な
規
定
を
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
実
際
に
、
例
え
ば
、
人
権
委
員
会
が
人
権
侵
害
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
主
張
す

る
個
人
か
ら
の
通
報
を
受
理
・
検
討
す
る
個
人
通
報
制
度
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
自
由
権
規
約
の
場
合
は
選
択
議
定
書
に
お
い
て
こ
れ
を
規

定
し
た
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
米
州
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
条
約
中
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
少
な
く
と
も
履
行
確
保
制
度
の
み
に
着
目
す
れ
ば
、
普
遍
的
な
人
権
条
約
よ
り
も
歴
史
的
・
文
化
的
同
質
性
を
背
景
と
す
る
地
域

的
人
権
条
約
の
方
が
進
歩
的
な
規
定
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
地
域
的
人
権
条
約
（
保
障
機
構
）
と
し
て
は
、
西
欧
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
に
よ
り
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
権
条
約
(
-
九
五

0
年
）
が
、
南
北
ア
メ
リ
カ
（
カ
ナ
ダ
を
除
く
）
で
は
米
州
機
構
に
よ
り
米
州
人
権
条
約
(
-
九
六
九
年
）
が
、

ア
フ
リ
カ
で
は
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
に
よ
り
人
及
び
人
民
の
権
利
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
（
以
下
、
「
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
」
と
略
称
。
）

（
一
九
八
一
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
地
域
的
国
際
機
構
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
米
州
人
権
条
約

は
、
実
施
機
関
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
人
権
委
員
会
お
よ
び
人
権
裁
判
所
を
も
ち
、
人
権
委
員
会
は
人
権
侵
害
に
関
す
る
個
人
か
ら
の
通
報
を

受
理
・
検
討
し
、
人
権
裁
判
所
は
そ
の
管
轄
権
を
受
諾
し
た
締
約
国
ま
た
は
人
権
委
員
会
か
ら
の
提
訴
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
権
条
約

の
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
審
理
し
、
当
事
国
を
法
的
に
拘
束
す
る
判
決
を
下
す
権
能
を
有
す
る
。

世
界
の
各
地
域
で
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
優
れ
た
履
行
確
保
制
度
を
備
え
た
地
域
的
人
権
条
約
が
成
立
し
て
い
る
な
か
で
、
我
が
国

の
位
置
す
る
ア
ジ
ア
地
域
に
は
、
未
だ
に
こ
れ
に
類
す
る
地
域
的
人
権
条
約
あ
る
い
は
地
域
的
人
権
保
障
機
構
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、

ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
の
地
域
的
保
障
を
目
的
と
す
る
機
構
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
種
々
の
立
場
か
ら
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
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(
1
)
小
寺
初
世
子
「
人
権
条
約
の
履
行
確
保
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
七
四
巻
第
五
号
(
-
九
七
六
年
）
二
頁
。

(
2
)
高
野
雄
一
『
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
二
八
八
ー
ニ
九

0
頁。

(
3
)
例
え
ば
代
表
例
と
し
て
、
社
会
権
規
約
、
自
由
権
規
約
の
各
二
条
を
み
よ
。

(
4
)
前
掲
注

(
l
)
小
寺
論
文
参
照
。

(
5
)
前
掲
注

(
1
)
小
寺
論
文
一
九
頁
。

(
6
)各
条
約
に
つ
い
て
は
、
高
野
雄
一
•
宮
崎
繁
樹
・
斎
藤
恵
彦
編
『
国
際
人
権
法
入
門
』
(
-
九
八
三
年
、
三
省
堂
）I
V章
2
\
5

を
み
よ
。

(
7
)
詳
し
く
は
、
山
下
泰
子
「
欧
州
①
」
、
ク
ル
ト
・
ヘ
レ
ン
ド
ル
、
久
保
田
洋
訳
「
欧
州
②
」
、
北
村
泰
三
「
米
州
」
、
い
ず
れ
も
前
掲
『
国
際
人
権
法
入
門
』

所
収
を
み
よ
。
な
お
、
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
が
規
定
す
る
実
施
機
関
は
、
人
権
侵
害
に
関
す
る
当
事
国
お
よ
び
そ
の
他
か
ら
の
通
報
を
受
理
す
る
権
能
を
も

つ
「
人
及
び
人
民
の
権
利
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
委
員
会
」
の
み
で
あ
り
、
人
権
裁
判
所
は
有
し
て
い
な
い
。
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
の
邦
訳
と
し
て
は
、
岩
沢

雄
司
「
人
及
び
人
民
の
権
利
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
」
（
仮
訳
）
『
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
』
第
三

0
巻
第
二
号
一
四
四
頁
以
下
が
あ
る
。

(
8
)
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
問
題
お
よ
び
人
権
の
伸
長
・
保
護
の
た
め
の
地
域
的
協
力
に
関
す
る
文
献
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

Y
a
m
a
n
e
,

A
s
i
a
 
a
n
d
 

H
u
m
a
n
 
Rights, 
in 2
 
T
h
e
 International D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 of H
u
m
a
n
 Rights, 6
5
1
 

(K. V
a
s
a
k
 ed. 1
9
8
2
)
 

〔
邦
ぱ
訳
、
『
ユ
ネ
ス
コ
版
人
雄
i

と

国
際
社
会
下
』
(
-
九
八
四
年
、
庭
野
平
和
財
団
）
九
四
九
頁
以
下
〕
。
山
根
裕
子
「
ア
ジ
ア
」
前
掲
注

(
6
)
『
国
際
人
権
法
入
門
』
一
五
九
頁
以
下
。

斎
藤
恵
彦
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
人
権
擁
護
機
構
と
日
本
の
役
割
ー
~
8
2年
の
コ
ロ
ン
ボ
と
バ
ン
コ
ッ
ク
で
の
国
連
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
の
報
告
ー
ー
_
」
東

京
外
国
語
大
学
海
外
事
情
研
究
所
編
『
日
本
の
国
際
化
と
地
域
研
究
の
役
割
』
一
五
頁
以
下
。
久
保
敦
彦
「
ア
ジ
ア
諸
民
及
び
諸
政
府
の
基
本
的
責
務
に

関
す
る
宣
言
」
『
研
究
年
報
（
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
）
』
六
号
(
-
九
八
五
年
）
―
二
七
頁
以
下
。

(
9
)
本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
「
ア
ジ
ア
」
と
は
、
東
は
日
本
か
ら
西
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
ま
で
、
北
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
南
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ま
で
の
地
域
に

属
す
る
二
四
か
国
に
限
定
し
、
西
ア
ジ
ア
、
ア
ラ
プ
地
域
、
太
平
洋
・
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
は
除
外
す
る
。
な
お
、
右
に
限
定
し
た
「
ア
ジ
ア
」
を
考
察
の

か
な
る
条
件
の
下
に
で
あ
る
か
、
を
考
察
す
る
。

本
稿
で
は
、
初
め
に
、
こ
う
し
た
試
み
の
概
略
を
紹
介
し
、
次
に
、
今
日
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
状
況
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

(
9
)
 

ア
ジ
ア
に
お
い
て
人
権
保
障
機
構
が
設
置
さ
れ
る
可
能
性
が
果
た
し
て
有
る
か
無
い
か
、
有
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
、

四

し)
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

こ
う
し
た
動
き
は
、

る
。
こ
こ
で
は
、

人
権
保
障
機
構
設
置
の
模
索

上
国
に
お
け
る
人
権
セ
ミ
ナ
ー
」
に
お
い
て
、

(10) 

議
さ
れ
た
際
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
ド
、
プ
ー
タ
ン
、

゜
ヽ
＇
レ
、

ネ
ノ
ー
）

ス
リ
ラ
ン
カ
、

便
宣
上
、
左
の
三
つ
の
小
地
域
に
分
類
す
る
。
な
お
、
各
国
名
は
、
正
式
国
名
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
通
称
で
表
示
す
る
。

①
東
ア
ジ
ア
（
六
か
国
）
ー
~
日
本
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
、
台
湾

②

東

南

ア

ジ

ア

(
-
0か
国
）
I

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
プ
ル
ネ
イ
、

カ
ン
ポ
ジ
ア
、
ビ
ル
マ

③
南
ア
ジ
ア
（
八
か
国
）
ー
ー
ー
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、

タ
ン

タ
イ
、

五
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、

モ
ル
ジ
プ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

ア
フ
ガ
ニ
ス

ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、
人
権
保
障
の
た
め
の
地
域
的
機
構
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
既
に
一
九
六

0
年
代
中
頃
か
ら
み
ら
れ

こ
の
よ
う
な
様
々
な
動
き
を
、
国
連
関
係
の
も
の
と
非
政
府
間
国
際
機
構
（
以
下
、

N
G
o
と
略
称
。
）
に
よ
る
も
の
と

に
分
け
て
概
観
し
よ
う
。

日

国

連

関

係

国
連
に
お
い
て
、
地
域
的
な
人
権
保
障
機
構
が
未
だ
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
ア
ジ
ア
そ
の
他
の
地
域
に
地
域
的
人
権
保
障
機
構
を
創

一
九
六
四
年
五
月
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
プ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
国
連
主
催
の
「
発
展
途

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
を
モ
デ
ル
と
し
た
地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
設
置
の
可
能
性
が
討

一
九
六
七
年
三
月
に
国
連
の
人
権
委
員
会
が
、
「
国
連
フ
ァ
ミ
リ
ー
内
に
地
域
的
人
権
委
員
会
を
設
置
す
る
提
案

設
し
よ
う
と
の
動
き
が
最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
、
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で
検
討
さ
れ
た
。
人
権
委
員
会

一
方
で
は
、
西
欧
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
域
的
人
権
保
障
機
構
の
貴
重
な
経
験
に
言
及
し
、

(14) 

地
域
レ
ベ
ル
で
の
行
動
に
よ
っ
て
人
権
の
普
遍
的
な
促
進
と
保
護
が
達
成
さ
れ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
人

権
の
保
護
お
よ
び
履
行
に
つ
き
第
一
の
責
任
を
も
つ
の
は
主
権
国
家
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
権
保
障
に
関
す
る
新
た
な
地
域
委
員
会

(15) 

の
創
設
を
含
む
地
域
的
な
行
動
は
不
必
要
で
あ
り
望
ま
し
く
な
い
、
と
の
見
解
も
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
権
委
員
会
に
お
い
て

も
、
必
ず
し
も
意
見
の
一
致
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
地
域
的
人
権
委
員
会
が
創
設
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
地
域
を
構
成
す
る
諸
国
の

直
接
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
多
く
の
委
員
が
賛
意
を

(16) 

表
明
し
た
。
こ
う
し
た
討
議
を
経
て
、
人
権
委
員
会
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
報
告
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
同
委
員
会
構
成

国
と
地
域
的
機
構
に
求
め
、

こ
と
が
有
益
で
望
ま
し
い
こ
と
を
討
議
す
る
た
め
、
適
切
な
地
域
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
可
能
性
を
検
討
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
請
す
る
決

(17) 

議
七

(
X
X
I
V
)
を
採
択
し
た
（
後
者
の
点
は
、

こ
れ
と
は
別
に
、

一
九
七
八
年
三
月
の
人
権
委
員
会
決
議
二
四

ま
た
、
未
だ
地
域
的
人
権
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
委
員
会
を
設
置
す
る

一
九
七
五
年
の
国
連
総
会
第
三

0
会
期
(
-
九
七
五
年
）
に
お
い
て
は
、
「
人
権
と
基
本
的
自
由
の
十
分
な
享
受
を

促
進
す
る
た
め
の
、
国
連
内
部
に
お
け
る
選
択
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
方
法
、
手
段
」
と
題
す
る
事
務
総
長
報
告
が
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
の
際

(18) 

に
、
同
報
告
中
の
地
域
的
人
権
委
員
会
を
設
置
す
る
と
い
う
考
え
方
は
大
方
の
支
持
を
得
た
。

に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、

こ
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報
告
は
、

の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
研
究
す
る
」

(11) 

―
一
か
国
か
ら
成
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
（
同
委
員
会
決
議
六

(12) 

(XXIII))
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
同
研
究
グ
ル
ー
プ
の
報
告
の
中
に
は
様
々
な
見
解
が
盛
り
込
ま
れ
た

が
、
地
域
的
人
権
委
員
会
が
創
設
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
地
域
を
構
成
す
る
諸
国
の
直
接
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

(13) 

地
域
外
の
諸
国
あ
る
い
は
国
連
の
主
導
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
点
で
は
見
解
が
一
致
し
て
い
た
。

一
九
六
八
年
三
月
の
人
権
委
員
会
（
第
二
四
会
期
）

(
X
X
X
I
V
)
 
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
）
。

＇ ノ‘
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

に
お
け
る
人
権
の
伸
長
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
全
国
的
、
地
方
的
お
よ
び
地
域
的
取
極
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
」
（
以
下
、
「
コ
ロ
ン
ボ
・
セ

ミ
ナ
ー
」
と
略
称
。
）
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
国
連
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
（
以
下
、

E
S
C
A
P
と
略
称
。
）

(20) 

の
全
構
成
国
が
招
請
さ
れ
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
一
五
か
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
ソ
連
、
ア
メ
リ
カ
が
参
加
し
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ

ー
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、
人
権
の
伸
長
・
保
護
の
た
め
の
全
国
お
よ
び
地
方
の
制
度
に
関
す
る
経
験
と
情
報
を
交
換
し
、
次
い
で
世
界
の

他
の
地
域
に
お
け
る
地
域
的
取
極
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
、
米
州
人
権
条
約
、
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
、
人
権
と
基
本
的
自
由
に
関
す
る
ア

(

2

1

)

(

2

2

)

 

ラ
ブ
規
約
）
に
つ
い
て
討
議
し
、
最
後
に
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
・
保
護
の
た
め
の
地
域
的
協
力
に
つ
き
検
討
し
た
。
こ
こ

で
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
係
わ
る
最
後
の
点
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
・
保
護
の
た
め
の
地
域
的
協
力
に
関
す
る
討
議
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
タ
パ

(23) 

出
し
た
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
条
約
案
」
に
基
づ
き
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
こ
う
し
た
テ
ー
マ

を
討
議
す
る
最
初
の
機
会
な
の
で
、

五

こ
の
決
議
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、

き
続
く
会
期
に
お
い
て
繰
り
返
し
採
択
さ
れ
た
後
、

国
連
に
お
け
る
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
う
け
て
、
国
連
総
会
は
第
三
二
会
期
(
-
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
人
権
の
分
野
に
お
け

る
地
域
的
取
極
が
未
だ
存
在
し
な
い
地
域
の
諸
国
に
対
し
て
、
人
権
の
伸
長
お
よ
び
保
護
の
た
め
適
切
な
地
域
的
機
構
を
各
々
の
地
域
に

設
置
す
る
た
め
の
合
意
を
考
慮
す
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
先
の
一
九
六
八
年
の
人
権
委
員
会
の
決
議
と
同
様
に
、
事
務
総
長
に
地
域
セ
ミ

(19) 

ナ
ー
の
開
催
の
検
討
を
要
請
す
る
決
議
(
3
2
/
1
2
7
)

を
採
択
し
た
。
こ
れ
と
同
趣
旨
の
決
議
(
3
3
/
1
6
7
、
3
4
/
1
7
1

お
よ
び
3
5
/
1
5
4
)

が
引

四

一
九
八
一
年
―
二
月
一
六
日
の
国
連
総
会
に
お
い
て
、

の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
適
切
な
協
定
を
検
討
す
る
た
め
、

る
よ
う
事
務
総
長
に
要
請
す
る
決
議

(
3
6
/
1
5
4
)

が
採
択
さ
れ
た
。

一
九
八
二
年
六
月
ニ
―
日
か
ら
七
月
二
日
ま
で
、

七

(D.B.S. T
h
a
p
a
)
が
提

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権

一
九
八
二
年
に
コ
ロ
ン
ボ
で
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
こ
と
を
優
先
的
に
考
え

ス
リ
ラ
ン
カ
の
首
都
コ
ロ
ン
ボ
で
「
ア
ジ
ア
地
域

ア
ジ
ア
地
域
の
各
国
政
府
の
信
頼
を
得
る
た
め
に
も
、
作
業
は
注
意
深
く
徐
々
に
進
め
る
べ
き
こ
と
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を
検
討
す
る
会
議
を
開
催
す
る
と
の
見
解
と
、

(24) 

一
致
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
・
保
護
の
た
め
の
地
域
的
協
力
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
し
た
最
初
の
セ
ミ
ナ
ー
で
も
あ
り
、

地
域
に
人
権
保
障
機
構
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
―
つ
の
足
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
右
に
み
た
条
約
案
の
他
に
も
、

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
地
域
人
権
委
員
会
、
地
域
人
権
小
委
員
会
の
設
置
等
の
種
々
の
構

(10) 
R
e
p
o
r
t
 0
 f
 the S
e
m
i
n
a
r
 o
n
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 in D
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 Countries, K
a
b
u
l
,
 Afganistan, 1
2ー

2
5

M
a
y
 19
6
4
,
 
U.N• 

D
o
c
.
 S
T
/
T
A
O
/
 

H
R
/
2
1
.
,
 para. 28. 

(11)
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
含
む
二
八
か
国
の
賛
成
、
反
対
な
し
、
イ
ン
ド
を
含
む
三
か
国
の
棄
権
で
採
択
さ
れ
た
。
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
研
究
グ
ル
ー
プ

―
一
か
国
の
中
に
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
入
っ
て
い
た
。
同
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
①
地
域
的
人
権
委
員
会
が
存
在
し
て
い
な
い
地
域
に
お
い

て
、
か
か
る
機
関
が
設
置
さ
れ
う
る
基
盤
、
⑮
か
か
る
委
員
会
の
権
限
お
よ
び
委
員
の
選
任
方
法
、
い
国
連
の
人
権
委
員
会
と
、
既
存
の
地
域
人
権
委
員

会
や
今
後
創
設
さ
れ
る
地
域
的
人
権
委
員
会
と
の
関
係
、
に
特
に
留
意
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

(
R
e
p
o
r
t
of the C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 o
n
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 

想
が
提
起
さ
れ
た
。

な
る
と
思
わ
れ
る
種
々
の
論
点
の
う
ち
、

そ
の
基
本
的
な
も
の
の
一
部
が
討
議
さ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

ア
ジ
ア

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
国
連
が

コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

ア
ジ
ア
地
域
に
人
権
保
障
機
構
を
設
け
る
に
あ
た
り
問
題
と

こ
の
条
約
案
の
扱
い
方
に
つ
い
て
も
、

ア
ジ
ア
地
域
に
想
定
さ
れ
る
政
府
間
の
協
定
は
、

や
、
前
記
の
よ
う
な
条
約
案
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
他
の
地
域
に
お
け
る
条
約
等
の
モ
デ
ル
を
単
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
新
機

軸
を
打
ち
出
す
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、

国
の
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
で
締
結
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
ネ
パ
ー
ル
代
表
が
提
出
し
た
条
約
案
に
関
し
て
は
、

期
尚
早
で
あ
り
現
時
点
で
は
野
心
的
す
ぎ
る
と
す
る
立
場
と
、
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
い
う
立
場
と
に
見
解
が
分
か
れ
た
。
ま
た
、

こ
れ
を
各
国
政
府
に
送
付
し
意
見
を
求
め
、

E
S
C
A
P
が
条
約
案
に
対
す
る
諸
国
の
コ
メ
ン
ト

ア
ジ
ア
地
域
諸

E
S
C
A
P
は
こ
う
し
た
活
動
を
と
る
権
限
を
も
た
な
い
と
の
見
解
が
対
立
し
、
意
見
の

八

こ
れ
を
時
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一
九
六
五
年
二
月
に
、
国
際
法
律
家
委
員
会

(International
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 of Jurists
以
下
、

I
C
J
と
略

称
。
）
が
バ
ン
コ
ッ
ク
で
開
催
し
た
「
東
南
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
法
律
家
会
議
」
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
地
域
人
権
条
約
の
定
立
の
可
能
性
が
論

(26) 

じ
ら
れ
、
こ
う
し
た
条
約
を
起
草
す
る
と
い
う
考
え
方
が
好
意
的
に
受
け
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
六
年
九
月
に
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
支
部
が
日
本
の
御
殿
場
（
東
山
荘
）
で
開
催

(27) 

し
た
第
一
回
太
平
洋
地
域
会
議
に
お
い
て
、
人
権
侵
害
か
ら
人
を
守
る
た
め
の
地
域
的
機
構
を
設
置
す
る
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
た
。

(28) 

ま
た
、
一
九
七
九
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
コ
ロ
ン
ボ
で
開
催
さ
れ
た
ロ
ー
エ
イ
シ
ア

(
L
A
W
A
S
I
A
)
第
六
回
総
会
に
お
い
て
は
、

(29) 

ロ
ー
エ
イ
シ
ァ
人
権
常
設
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
理
事
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
常
設
委
員
会
の
任
務
の
中
に
は
、
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
に
お
け
る
人
権
の
伸
長
、
宣
伝
、
保
護
を
目
指
す
人
権
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
、
同
地
域
の
政
府
に
対
し
国
際
人
権
規
約
を

批
准
す
る
よ
う
要
請
し
、
人
権
分
野
に
お
け
る
他
の
国
連
の
文
書
を
遵
守
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
等
の
外
、
優
先
事
項
と
し
て
ロ
ー

エ
イ
シ
ァ
地
域
に
ア
ジ
ア
人
権
委
員
会
お
よ
び
（
ま
た
は
）
ア
ジ
ア
人
権
裁
判
所
を
究
極
的
に
設
置
す
る
た
め
行
動
を
開
始
す
る
こ
と
が

(30) 

含
ま
れ
て
い
た
。
同
委
員
会
は
一
九
八

0
年
三
月
の
香
港
に
お
け
る
第
一
回
会
合
で
、
法
律
家
、
弁
護
士
会
お
よ
び
地
域
の
「
そ
の
他
信

頼
で
き
る
世
論
の
代
弁
者
」
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
人
権
侵
害
に
関
す
る
苦
情
を
受
理
し
、
調
査
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
同
委
員
会
は
事
実

を
検
討
し
、
関
係
当
事
者
か
ら
事
情
聴
取
を
し
、
「
両
当
事
者
の
見
解
と
自
ら
の
結
論
を
記
載
す
る
報
告
を
提
出
す
る
」
も
の
と
さ
れ
て

(31)

（

32) 

い
る
。
ま
た
、
同
会
合
で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
諸
国
の
政
府
が
遵
守
す
べ
き
最
低
基
準
で
あ
る
、
「
人
権
に
関
す
る
基
本
原
則
」
も

最
も
古
い
も
の
は
、

（二）

N
G
0関
係

ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
人
権
の
伸
長
・
保
護
を
図
る
に
あ
た
り
、

(25) 

N
G
O
の
果
た
す
役
割
に
は
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
実

際
に
、
こ
れ
ま
で
各
種
の

N
G
O
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
ア
ジ
ア
地
域
に
人
権
保
障
機
構
を
設
置
す
る
可
能
性
を
模
索
し
続
け
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

そ
う
し
た
動
き
を
時
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1
0
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

一
九
八

0
年
一
月
に
は
、

の
南
ア
ジ
ア
五
か
国
の
裁
判
官
、
弁
護
士
、
大
学
教
授
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
経
済
専
門
家
、
活
動
家
、
聖
職
者
が
コ
ロ
ン
ボ
に
集
ま
り
、

「
人
権
と
開
発
に
関
す
る
南
ア
ジ
ア
・
コ
ロ
キ
ア
ム
」
を
開
催
し
、
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
状
況
を
多
角
的
に
検
討
す
る
機
会
を
も
っ
た
。

そ
の
結
果
、
①
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
理
解
・
尊
重
を
促
し
、
切
同
地
域
に
お
け
る
人
権
の
促
進
の
た
め
の
条
件
を
生

み
出
し
、
③
同
地
域
に
お
け
る
人
権
に
係
わ
る
法
律
、
社
会
的
慣
行
、
お
よ
び
開
発
活
動
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
調

査
を
行
な
い
、
な
ら
び
に
④
人
権
に
関
す
る
現
状
を
研
究
し
、
人
権
と
開
発
に
関
す
る
諸
問
題
を
含
む
状
況
に
つ
い
て
同
地
域
の
当
局
お

よ
び
世
論
の
注
意
を
喚
起
す
る
、
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
人
権
お
よ
び
開
発
に
関
す
る
南
ア
ジ
ア
委
員
会
」

(South
A
s
i
a
n
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 

(33) 

と
い
う
民
間
の
非
政
府
間
機
構
が
設
置
さ
れ
た
。

o
n
 H
u
m
a
n
 Rights a
n
d
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
)
 

マ
レ
ー
シ
ア
、

(Regional Council o
n
 H
u
m
a
n
 Rights in 
Asia) 

会
議
を
開
催
し
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、

パ
キ
ス
タ
ン
お
よ
び
ス
リ
ラ
ン
カ

と
い
う
非
政
府
間
機
構
を
マ
ニ
ラ
で
結
成
し
、
翌
一
九
八
三
年
―
二
月
の
ジ
ャ

(34) 

カ
ル
タ
で
の
第
一
回
総
会
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
諸
民
及
び
諸
政
府
の
基
本
的
責
務
に
関
す
る
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
こ
の
宣
言
は
、
基
本

原
則
、
平
和
、
独
立
及
び
発
展
、
民
衆
の
参
加
、
社
会
正
義
、
教
育
、
情
報
媒
体
、
文
化
共
同
体
、
軍
、
拷
問
及
び
類
似
行
為
、
公
的
非

常
事
態
の
一
―
か
条
に
つ
い
て
、
政
府
の
責
務
と
民
衆
の
責
務
と
を
明
確
に
区
別
し
詳
細
な
規
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
宣
言

起
草
者
の
第
一
の
意
図
は
国
家
間
合
意
の
た
め
の
私
案
と
し
て
完
成
し
た
形
の
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
の
問
題
状
況
を

(35) 

踏
ま
え
て
一
先
ず
保
護
対
象
と
し
て
確
立
す
べ
き
諸
権
利
を
提
示
す
る
点
に
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
ア
ジ
ア
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
は
、

一
九
八
三
年
一

0
月
に
香
港
に
お
い
て
、
正
義
と
人
権
の
た
め
の
ア
ジ
ア
法
律
家

ア
ジ
ア
の
―
二
か
国
か
ら
地
域
共
同
体
の
指
導
者
、
弁
護
士
、
判
事
、
法
学
者
な
ど
の
人
権
擁
護
活
動
家
三
六
名
が
こ

一
九
八
二
年
二
月
に
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
タ
イ
の
法
曹
有
志
が
「
ア
ジ
ア
地
域
人
権
審
議
会
」

時
間
的
に
は
前
後
す
る
が
、

起
草
さ
れ
た
。

5-3-367 (香法'85)



(25) 
コ
ロ
ン
ボ
・
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
も
、

N
G
O

の
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
る

(
U
.
N
•
D
o
c
.
 S
T
/
H
R
/
S
E
R
.
 

A
/
1
2
 ̀

 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 22, 
p
a
r
a
.
 8
7
 (
f
)
)

。

(26) 
Y
a
m
a
n
e
,
 s
u
p
n
a
 n
o
t
e
 8, 
at 654. 
(
邦
訳
、
九
五
四
頁
。
）

(27) 
Id., 
at 664, 
(
邦
訳
、
九
六
九
頁
。
）

(28)
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
法
律
家
の
職
業
団
体
の
―
つ
で
、
一
六
の
非
社
会
主
義
国
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

(29) 
K
h
u
s
h
a
l
a
n
i
 ̀

 
H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 
in 
A
s
i
a
 a
n
d
 Africa, 4
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 L.J., 
403, 
4
3
7
 
(1983). 

(30) 
Id. 

(31) 
Id., 
at. 438. 

(32) 
B
a
s
i
c
 Principles o
f
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 
(Id., 
at 
438-9.) 

(33) 
Declaration o
f
 the S
o
u
t
h
 A
s
iミ
n
C
o
l
l
o
q
u
i
u
m
 o
n
 H
u
mミ
1
R岱
hts
a
n
d
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
,
 S
u
m
m
e
r
 1981 ̀

 
at 

101-103. 

平
健
吉
弁
護
士
と
高
野
雄
一
教
授
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。

の
受
理
と
そ
の
調
査
を
も
そ
の
目
的
の
―
つ
に
掲
げ
て
い
る
。

な
お
、

現
在
同
委
員
会
は
九
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
か
ら
は
中

や
度
重
な
る
侵
害
に
対
し
て
、

「
ア
ジ
ア
人
権
委
員
会
」

人
権
法
（
と
く
に
国
際
人
権
規
約
）

立
会
議
に
お
い
て
、

が
設
置
さ
れ
た
。
同
委
員
会
は
、

ジ
ア
人
権
委
員
会
」

ア
諸
国
の
法
律
家
が
参
加
す
る
「
ア
ジ
ア
人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

が
開
催
さ
れ
、
引
き
続
き
同
月
九
日
＼
一

0
日
に
東
京
で
開
か
れ
た
設

(Asian 
H
u
m
a
n
 Rights C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 A
H
R
C
)
 

の
宣
伝
と
そ
の
実
効
的
な
履
行
確
保
、

こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
行
動
等
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
が
、

ア
ジ
ア
地
域
の
人
権
状
況
の
監
視
、

予
測
さ
れ
る
人
権
侵
害

こ
の
他
、

人
権
侵
害
の
申
立
て

の
設
置
が
提
唱
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
提
唱
を
受
け
て
、

一
九
八
四
年
―
二
月
七
日
＼
八
日
に
東
京
で
、

れ
に
出
席
し
た
。

そ
し
て
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
会
議
に
お
い
て
、

ア
ジ
ア
地
域
レ
ベ
ル
の
人
権
侵
害
監
視
機
関
と
し
て
の

ア
ジ 「ア
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

こ
う
し
た
様
々
の
構
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

し
た
構
想
の
中
で
実
際
に
実
現
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

お
け
る
現
在
の
人
権
状
況
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
本
章
で
は
、
日
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
状
況
、
口
各
国
の
人
権
諸

条
約
へ
の
参
加
状
況
、
国
各
国
の
憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
四
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
実
際
の
人
権

状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(36) 

ア
ジ
ア
を
三
地
域
に
分
け
、
実
際
の
人
権
状
況
を
知
る
う
え
で
必
要
な
限
度
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
一
般
的
な
政
治

(37) 

状
況
ー
ー
各
国
の
政
権
の
体
質
、
戒
厳
令
・
非
常
事
態
宣
言
の
実
施
状
況
等
ー
~
を
概
観
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、

政
治
状
況

た
が
、 前

章
で
は
、

""""""'' 
"""'''"' 
"''" 

(34)
テ
キ
ス
ト
は
、

R
e
g
i
o
n
a
l
Council o
n
 H
u
m
a
n
 Rights in Asia, Declaration of the Basic Duties of A
s
e
a
n
 Peoples a
n
d
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 

(
9
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
8
3
)
,
 
reprinted b
y
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
 Institute of H
u
m
a
n
 Rights, Utrecht. 
~
 お
、
こ
の
吉
l

＿
言
に
つ
い
て
は
、
1

即
埠
H

迂
i

(

8

)

久
保
論
文
が
翻
訳
と
紹
介
を
行
な
っ
て
い
る
。

(35)
前
掲
注

(
8
)
久
保
論
文
‘
―
二
九
頁
。

ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
状
況

ア
ジ
ア
諸
国
に

一
定
の
歴
史
的
・
政
治
的
文
脈
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
う

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
保
障
機
構
を
設
立
し
よ
う
と
の
構
想
の
沿
革
と
そ
の
概
略
を
紹
介
し
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も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
国
で
は
、

ま
ず
、

六
0
周
年
を
迎
え
た
が
、

就
任
し
た
。
し
か
し
、
国
内
の
政
治
・
経
済
に
は
さ
し
た
る
変
化
も
み
ら
れ
な
い
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
主
義
政
権
は
安
定
し
て
い
る

一
九
八
二
年
に
郎
小
平
・
胡
耀
邦
体
制
が
確
立
し
、
整
風
運
動
に
よ
り
共
産
党
内
の
文
革
残
存
勢
力
の

排
除
も
進
み
、
ま
た
こ
れ
と
並
行
し
て
若
手
指
導
者
グ
ル
ー
プ
の
選
抜
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
国
内
の
政
治
体
制
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
安

定
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
、
工
業
、
農
業
、
国
防
、
科
学
技
術
の
「
四
つ
の
近
代
化
」
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
北
朝
鮮
で

は
、
一
九
八
三
年
一

0
月
の
ラ
ン
グ
ー
ン
事
件
に
よ
り
失
っ
た
対
外
的
信
用
を
回
復
し
、
ま
た
経
済
建
設
面
で
の
危
機
を
突
破
す
る
た
め
、

外
交
攻
勢
を
か
け
た
り
、
南
に
対
し
救
援
物
質
を
送
る
な
ど
、
新
た
な
「
開
放
」
路
線
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
継
者
と

し
て
固
ま
り
つ
つ
あ
る
金
正
日
書
記
は
自
力
更
正
路
線
を
と
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
政
策
面
で
激
し
い
動
揺
が
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て

(38) 

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
北
朝
鮮
の
国
内
政
治
は
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
資
本
主
義
国
に
目
を
転
ず
る
と
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
軍
事
政
権
が
開
発
政
治
を
進
め
一
定
の
経
済
成
長
を
遂
げ
中
進
国
の
仲
間

入
り
を
果
た
し
た
。
全
斗
換
政
権
は
「
暴
力
の
な
い
政
治
こ
そ
民
主
主
義
土
着
化
の
早
道
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
和
合
」
路
線
を
追
求
し
て

い
る
が
、
国
内
の
抑
圧
的
政
治
体
質
は
依
然
改
ま
っ
て
お
ら
ず
、
最
近
で
は
大
学
生
の
反
政
府
デ
モ
・
集
会
を
規
制
す
る
た
め
「
学
園
安

(39) 

定
法
」
と
い
う
治
安
立
法
の
制
定
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

る。
こ
の
地
域
に
属
す
る
諸
国
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
国
と
社
会
主
義
国
が
相
半
ば
し
、
ま
た
中
国
ー
台
湾
、
北
朝

鮮
ー
韓
国
と
い
う
分
裂
国
家
も
未
だ
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
の
国
際
政
治
環
境
も
常
に
緊
張
状
態
に
お
か
れ
て
い

モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
そ
れ
に
北
朝
鮮
の
社
会
主
義
三
国
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
四

0
年
間
の
永
き
に
わ
た
っ
て
権
力
の
座
に
あ
っ
た
書
記
長
が
更
迭
さ
れ
、
新
書
記
長
が

東
ア
ジ
ア
（
六
か
国
）

一
九
八
四
年
に
社
会
主
義
建
国

一
四
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

り
、
経
済
成
長
に
伴
い
政
治
的
抑
圧
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、

で
は
、
外
省
人
（
大
陸
出
身
者
）
が
指
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
人
口
の
約
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
本
省
人
（
台
湾
省
出
身
者
）
を
支

(40) 

配
し
て
い
る
。
蒋
総
統
は
本
省
人
と
の
融
和
政
策
を
採
り
副
総
統
に
本
省
人
を
登
用
し
て
は
い
る
が
、
外
省
人
支
配
の
実
態
は
依
然
と
し

て
変
わ
り
は
な
い
。

②
東
南
ア
ジ
ア

こ
の
地
域
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
以
下
、

A
S
E
A
N
と
略
称
。
）
六
か
国
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
お
よ
び
ビ
ル
マ
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
う
ち
、

A
S
E
A
N
諸
国
は
一
九
七

0
年
代
に
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
い
わ
ゆ
る
「
中
進
国
」
の
仲
間
入
り
を
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
経
済
成
長
は
、
軍
事
政
権
な
い
し
準
軍
事
政
権
に
よ
る
国
内
治
安
体
制
の
強
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否

(41) 

定
で
き
な
い
。

国
別
に
み
る
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
軍
人
が
閣
僚
、
州
知
事
等
の
地
方
の
首
長
の
ほ
か
、
政
府
関
係
機
関
で
も
相
当
数
を
占
め
る

(42) 

他
、
大
使
の
三
分
の
一
、
国
民
協
議
会
議
員
の
四
分
の
一
を
握
っ
て
お
り
、
軍
が
大
き
な
政
治
的
・
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同

様
に
タ
イ
で
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
程
で
は
な
い
に
せ
よ
、
軍
部
が
政
治
権
力
の
中
枢
を
握
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ネ
シ
ア
お
よ
び
タ
イ
両
国
の
政
治
体
制
は
、
明
ら
か
に
軍
事
政
権
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、

(
1
0
か
国
）

ま
た
、
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
る
台
湾
で
は
、

一
五

一
九
四
九
年
以
来
、
国
民
党
の
一
党
独
裁
政
権
が
続
い
て
い
る
。
中
央
の
政
治
レ
ベ
ル

イ
ン
ド

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
軍
人
が
政
権
を
担
当
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
支
配
の
様
式
に
著
し
い
「
暴
力
」
の
独
占
的
行
使

な
い
し
そ
の
威
嚇
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
の
政
治
体
制
は
「
準
軍
事
政
権
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
一
九
七
二
年
九
月

(44) 

か
ら
一
九
八
一
年
一
月
ま
で
約
一

0
年
間
に
わ
た
り
戒
厳
令
が
施
か
れ
て
い
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
政
治
体
制
は
文
民
政
権
で
あ
る
が
、
両
国
と
も
強
権
的
な
開
発
政
治
を
推
進
し
て
お

5-3-371 (香法'85)



ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
、

一
九
六
二
年
以
来
ビ
ル
マ
社
会
主
義
計
画
党
(
-
九
六
四
年
か
ら
は
一
党
独
裁
）
の
下
で
、
社
会
主
義
政
策

が
と
ら
れ
て
い
る
。
ネ
・
ウ
ィ
ン
前
大
統
領
（
ビ
ル
マ
社
会
主
義
計
画
党
現
総
裁
）
、
サ
ン
・
ユ
現
大
統
領
と
も
陸
軍
出
身
で
あ
り
、
そ
の

他
の
閣
僚
の
中
に
も
軍
人
出
身
者
が
多
く
、
同
国
の
政
体
も
軍
事
政
権
と
い
う
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。

③
南
ア
ジ
ア
（
八
か
国
）

南
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
に
は
、
内
戦
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
国
や
、
国
内
が
騒
乱
状
況
に
あ
る
国
が
少
な
く
な
く
、
戒
厳
令
下
に
あ
る
国

や
非
常
事
態
宣
言
下
に
あ
る
国
も
み
ら
れ
る
。

一
九
七
九
年
―
二
月
に
ソ
連
軍
が
侵
攻
し
て
以
来
、

然
と
し
て
内
戦
状
態
に
あ
る
。
同
国
で
政
治
活
動
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

最
後
に
、

ビ
ル
マ
で
は
、

ア
連
合
政
府
（
シ
ア
ヌ
ー
ク
大
統
領
）

と
の
間
で
内
戦
が
続
い
て
い
る
。

一
九
八
四
年
一
月
に
独
立
し

A
S
E
A
N
に
加
盟
し
た
ブ
ル
ネ
イ
で
は
、
ス
ル
タ
ン
自
身
が
首
相
、
蔵
相
、
内
相
を
兼
ね
、
ス
ル
タ
ン

の
父
親
（
前
ス
ル
タ
ン
）
や
次
弟
が
そ
の
他
の
閣
僚
中
の
要
職
を
占
め
て
お
り
、
ス
ル
タ
ン
一
家
に
よ
る
専
制
支
配
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
国
の
議
会
は
ス
ル
タ
ン
が
指
名
す
る
二

0
名
の
議
員
か
ら
成
り
、
ま
た
同
国
に
は
政
党
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

A
S
E
A
N
の
ど
の
国
で
も
、
統
治
の
基
本
の
と
こ
ろ
で
、
国
民
の
政
治
的
諸
権
利
の
侵
害
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
程

(45) 

度
の
差
は
あ
れ
、
拷
問
や
理
由
の
な
い
逮
補
が
日
々
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
地
域
で

A
S
E
A
N
諸
国
と
対
峙
し
て
い
る
の
が
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
お
よ
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
は
一
九
七
六
年
に
南
北
統
一
を
達
成
し
、

て
い
る
。
ラ
オ
ス
は
永
年
の
内
戦
の
末
に
、

て
い
る
。
他
方
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
未
だ
に
、 ベ

ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
大
量
の
難
民
が
国
外
に
流
出
し

一
九
七
五
年
に
ラ
オ
ス
人
民
民
主
主
義
共
和
国
を
樹
立
し
、
社
会
主
義
の
国
家
建
設
を
進
め

カ
ン
プ
チ
ア
人
民
共
和
国
政
府
（
ヘ
ン
・
サ
ム
リ
ン
政
権
）
と
民
主
カ
ン
ボ
ジ

カ
ル
マ
ル
政
権
と
イ
ス
ラ
ム
系
武
装
集
団
と
の
間
で
依

ア
フ
ガ
ン
人
民
民
主
党
の
み
で
あ
る
。

一
六
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

以
上
に
み
た
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
異
な
り
、
イ
ン
ド
で
は
、

づ
き
議
会
制
民
主
主
義
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
（
た
だ
し
、

一
九
五

0
年
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
（
頻
繁
に
改
正
さ
れ
て
い
る
）
に
も
と

(50) 

一
九
七
五
年
六
月
か
ら
一
九
七
七
年
三
月
に
か
け
て
非
常
事
態
宣
言
が
発

せ
ら
れ
、
議
会
制
が
停
止
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
）
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
全
域
が
常
に
平
穏
で
あ
る
訳
で
は
な
く
、
現
に
パ
ン
ジ
ャ
ー
プ
州
で

は
人
口
の
約
半
分
を
占
め
る
シ
ク
教
徒
が
、
一
九
八
三
年
半
ば
頃
か
ら
、
シ
ク
教
の
擁
護
と
州
自
治
権
の
拡
大
を
要
求
し
中
央
政
府
と
対

立
し
、
暴
カ
・
テ
ロ
事
件
、
シ
ク
教
徒
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
の
衝
突
事
件
が
多
発
し
た
た
め
、
中
央
政
府
は
同
年
一

0
月
、
同
州
を
中

央
政
府
直
接
統
治
下
に
置
く
等
の
対
策
を
構
じ
た
が
紛
争
は
収
拾
せ
ず
、
つ
い
に
は
シ
ク
教
総
本
山
を
中
央
政
府
軍
が
武
力
制
圧
す
る
と

い
う
事
態
に
ま
で
至
っ
た
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
シ
ク
教
徒
は
ま
す
ま
す
先
鋭
化
し
、

動
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、

シ
ュ
に
お
い
て
も
、

が
施
行
さ
れ
て
お
り
、

一
七

一
九
八
四
年
一

0
月
に
は
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
ジ

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ル
人
と
の
間
の
人
種
対
立
が
続
い
て
い
る
が
、
一
九
八
三
年
五
月
の
両
者
の
武
力
衝
突
以
来
、

同
国
に
は
非
常
事
態
宣
言
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
に
は
複
数
の
政
党
が
存
在
す
る
が
、
新
平
等
社
会
党

(
N
S
S
P
)
と
人

(46) 

民
解
放
戦
線

(
J
V
P
)
は
、
現
在
、
政
党
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
本
年
(
-
九
八
五
年
）
六
月
二

0
日
以
来
、
同
国
で
は
初
め
て
と
い
う
爆
弾
テ
ロ
事
件
が
続
発
し
て
お
り
、

(47)

（

48) 

騒
乱
状
態
に
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
一
九
六
一
年
以
来
全
政
党
を
非
合
法
化
し
て
い
る
：
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト

(
P
a
n
c
h
a
y
a
t
)
体
制
」
と
呼
ば

れ
る
同
国
独
得
の
国
王
親
政
体
制
に
反
対
し
、
政
治
を
民
主
化
し
政
党
活
動
の
合
法
化
を
求
め
る
ネ
パ
ー
ル
会
議
派
や
ネ
パ
ー
ル
共
産
党

等
の
非
合
法
政
党
の
不
服
従
運
動
が
―
つ
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(49) 

パ
キ
ス
タ
ン
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
両
国
は
依
然
と
し
て
軍
事
政
権
の
下
に
あ
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
一
九
七
七
年
七
月
以
来
戒
厳
令

一
九
八
一
年
の
憲
法
改
正
に
よ
り
全
政
党
の
解
散
が
命
ぜ
ら
れ
政
党
活
動
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
バ
ン
グ
ラ
デ

一
九
八
二
年
三
月
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
憲
法
は
停
止
さ
れ
、
以
来
戒
厳
令
体
制
が
続
い
て
お
り
、
す
べ
て
の
政
党
活

一
九
八
四
年
一
月
か
ら
屋
内
の
政
治
活
動
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
。
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ー
首
相
暗
殺
事
件
や
爆
弾
テ
ロ
事
件
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(36)
前
掲
注

(
9
)
を
み
よ
。

(37)
主
と
し
て
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
編
『
ア
ジ
ア
・
中
東
動
向
年
報
一
九
八
五
年
版
』
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）
、
東
南
ア
ジ
ア
調
査
会
編

『
東
南
ア
ジ
ア
要
覧
一
九
八
五
年
版
』
（
東
南
ア
ジ
ア
調
査
会
、
一
九
八
五
年
）
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
『
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
年
次
報

告
書
・
1
9
8
4

』
（
大
陸
書
房
、
一
九
八
五
年
）
、
『
世
界
の
議
会
ア
ジ
ア
ー
．

II
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

(38)
以
上
、
前
掲
『
ア
ジ
ア
・
中
東
動
向
年
報
一
九
八
五
年
版
』
に
よ
る
。

(39)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
八
月
八
＼
九
日
。

(40)
以
上
、
前
掲
注

(37)
『
ア
ジ
ア
・
中
東
動
向
年
報
一
九
八
五
年
版
』
に
よ
る
。

(41)

ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ス
「
経
済
開
発
と
強
権
政
治
」
坂
本
義
和
編
『
暴
力
と
平
和
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
）
所
収
、
鈴
木
佑
司
「
ア
ジ
ア
に

お
け
る
強
権
政
治
」
『
国
際
問
題
』
二
七
二
号
(
-
九
八
二
年
―
一
月
）
参
照
。

(42)
萩
原
宜
之
『
A
S
E
A
N
I
I
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
東
西
対
立
と
南
北
問
題
の
接
点
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
六
九
ー
七

0
頁。

(43)
前
掲
注
(41)
鈴
木
論
文
五
頁
注
(
1
)
。

(44)
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
戒
厳
令
に
つ
い
て
は
、
稲
正
樹
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
戒
厳
令
試
論
①
」
『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
四
三
巻
第
一
号
（
一

九
八
三
年
一

0
月
）
を
み
よ
。

(45)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ン
タ
ー
「
軍
事
化
す
る

A
S
E
A
N
」
、
前
掲
注
(41)
『
暴
力
と
平
和
』
六
八
頁
。

(46)
斎
藤
吉
史
「
ス
リ
ラ
ン
カ
！
人
種
対
立
の
泥
沼
に
陥
っ
た
モ
ザ
イ
ク
国
家
」
『
国
際
問
題
』
三

0
四
号
(
-
九
八
五
年
七
月
）
参
照
。

(47)
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
六
月
ニ
ニ
＼
二
四
日
。

N
e
w
s
w
e
e
k
,
J
u
l
y
 1
,
 
1
9
8
5
,
 
at. 3
5
.
 

(48)
地
方
末
端
の
行
政
組
織
で
あ
る
村
・
町
レ
ベ
ル
の
議
会
（
村
・
町
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト
）
に
始
ま
り
、
郡
議
会
、
県
議
会
へ
と
積
み
上
げ
、
頂
点
に
国
会
（
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト
）
を
持
つ
政
治
・
行
政
体
制
。
村
・
町
議
会
か
ら
郡
議
会
、
県
議
会
ま
で
は
下
か
ら
の
間
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
が
、

国
会
は
普
通
選
挙
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
し
普
通
選
挙
と
は
い
え
、
実
際
に
は
候
補
者
の
選
出
に
し
て
も
、
村
・
町
、
郡
、
県
へ
と
組
織
さ
れ
て
い
る

「
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト
体
制
」
を
も
と
に
行
な
わ
れ
る
。
「
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト
体
制
」
は
政
党
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
た
め
、
一
九
八
一
年
に
成
立
し
た
現
国
会
の

選
挙
で
は
既
成
政
党
は
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
国
会
は
、
政
党
活
動
を
否
定
し
た
立
憲
君
主
制
の
な
か
で
「
パ
ン
チ
ャ
ヤ
ト
体

一
八
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

い
る
。

正
樹
「
一
九
七
五
年
イ
ン
ド
非
常
事
態
の
検
討
日
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
二
八
巻
二

制
」
を
守
る
と
い
う
合
意
点
を
持
つ
大
政
翼
賛
会
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
井
上
恭
子
「
一
九
八
四
年
の
ネ
パ
ー
ル
」
前
掲
注

(37)
『
ア
ジ

ア
・
中
東
動
向
年
報
一
九
八
五
年
版
』
五

0
ニ
ー
三
頁
）
。

(49)
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
強
権
政
治
に
つ
い
て
は
、
浜
口
恒
夫
「
パ
キ
ス
タ
ン
ー
|
宙
西
叩
・
官
僚
支
配
の
『
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
』
」
『
国
際
問
題
』

（
一
九
八
五
年
七
月
）
を
み
よ
。

(50)

一
九
七
五
年
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
非
常
事
態
に
つ
い
て
は
、
稲

号
を
み
よ
。

人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況

人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
が
普
遍
的
に
遵
守
さ
れ
る
た
め
に
は
、

望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
国
連
総
会
決
議

(
3
2
/
1

3
0
)
 

「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
伸
張
す
る
に
は
、
〔
国
連
〕
加
盟
国
が
国
際
諸
文
書
へ
の
加
入
又
は
そ
れ
ら
文
書
の
批
准
を
通
じ
、

分
野
に
お
い
て
特
別
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
…
…
関
連
諸
文
書
の
普
遍
的
受
諾
及
び
実
施
が
奨
励
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

る
。
し
た
が
っ
て
、

（二）

で
き
る
だ
け
多
く
の
諸
国
が
国
際
的
人
権
条
約
に
参
加
す
る
こ
と
が

実
際
に
、
諸
国
は
人
権
条
約
を
批
准
（
加
入
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
権
保
護
に
つ
い
て
の
義
務
を
国
際
的
レ
ベ
ル
で
負
う
こ
と
に
な

よ
り
多
く
の
国
が
よ
り
多
く
の
人
権
条
約
へ
参
加
す
れ
ば
、

高
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

か
か
る
人
権
諸
条
約
の
批
准
（
加
入
）

（
一
九
七
七
年
）

の
要
請
に
対
し
て
、

一
九

こ
の

―1
0四
号

の
中
で
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

そ
れ
に
応
じ
て
人
権
の
実
効
的
保
護
に
対
す
る
期
待
が

ア
ジ
ア
諸
国
は
い
か
な
る
対
応
を
み

せ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
以
下
で
は
国
連
フ
ァ
ミ
リ
ー
内
で
締
結
さ
れ
た
主
要
な
人
権
条
約
に

対
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
批
准
・
加
入
状
況
を
、
付
さ
れ
た
宣
言
・
留
保
と
あ
わ
せ
て
そ
の
主
た
る
も
の
に
つ
い
て
逐
一
検
討
し
て
み
る
こ
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表 1 人権条約一覧表

分 類 と 正式名称 略 称 署名・採択年月日I発効年月日 当事国数 テ キ スト

Al国際人権規約
1 . 社会的、経済的及び文化的権利に関する国際規約

2. 市民的及び政治的権利に関する国際規約

3. についての選択議定書

Bl差別の防止

4. あらゆる形態の人種差別撤廃に関する条約

5. アパルトヘイト罪の鎮圧及び処罰に関する国際条約

6. 教育における差別を禁止する条約

Cl戦争犯罪、人道に対する罪など

7. 集団殺害の防止及び処罰に関する条約

8. 戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約

DI奴隷、人身売買等の禁止

9 . 1926年 9月25日にジェネーヴで署名され、 1953年12月 7日に

ニューヨーク国連本部で作成された議定書により修正された奴

隷条約

10. 奴隷制、奴隷貿易及び奴隷制類似の制度、慣行の禁止に関する

補足条約

11. 人身売買及び他人の売春からの搾取の鎮圧のための条約

12. 人身売買及び他人の売春からの搾取の鎮圧のための条約の最終

議定書

El被拘禁者・抑留者の保護

13. 拷問その他残虐、非人道的又は屈辱的な取扱い又は処罰の禁止

に関する条約

Fl難民・無国籍者の保護

14. 難民の地位に関する条約

15. II 議定書

16. 無国籍者の地位に関する条約

17. 無国籍者の削減に関する条約

GI情報の自由

18. 国際修正権に関する条約

HI女性の地位など

19. 婦人の参政権に関する条約

20. 既婚婦人の国籍に関する条約

21. 女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約

22. 婚姻の同意・婚姻最低年齢及び婚姻登録に関する条約

II 

社会権規約

自由権 II

選択議定書

人種差別撤廃条約

アパルトヘイト条約

教育差別禁止条約

ジェノサイド条約

戦争犯罪時効不適用条約

奴隷条約

奴隷制等補足条約

人身売買等鎮圧条約

人身売買等鎮圧条約最終議定書

拷問等禁止条約

難民条約

難民議定書

無国籍者地位条約

無国籍者条約

国際修正権条約

婦人参政権条約

既婚婦人国籍条約

女子差別撤廃条約

婚姻同意等条約

1966.12.16 
II 

II 

1965.12.21 
1973.11.30 
1960.12.14 

1948.12.9 
1968.11.26 

1926. 9 . 25 

1956. 9 . 4 

1949.12.2 
II 

1984.12.10 

1951. 7 . 28 
1967. 1 . 31 
1954.9.28 
1961. 8 . 30 

1952.12.16 

1952.12.20 
1957.1.29 
1979.12.18 
1962 .11. 7 

1976. 1 . 3 
1976.3.23 

II 

1969. 1 . 4 
1976.7.18 
1962.5.22 

1951. 7 . 25 
1970.11.11 

1955. 7 . 7 

0

5

 

3

2

 

．

．

 

4

7
ー

ーー

．

．

 

7

1

 

5

5

 

9

9

 

l

l

 

未発効

1954. 4 . 22 
1967.10.4 
1960. 6 . 6 
1975.12.13 

1962.8.24 

1954.4.22 
1958.8.11 
1981.9.3 
1964 .12. 9 

83 
81 
34 

123 
79 
75 

95 
28 

81 

98 

56 
32 

9゚5 
94 
34 
12 

11 

91 
55 
64 
34 

UN Doc. A/6316 
II 

II 

660UNTS195 
UN Doc. A/9030 
429UNTS93 

96UNTS271 
754UNTS73 

212UNTS17 

266UNTS3 

96UNTS271 
96UNTS316 

UN.G.A.Res. 39/46 

189UNTS137 
606UNTS267 
360UNTS117 
UN Doc. A/CONF. 9/15 

435UNTS191 

189UNTS137 
309UNTS65 
UN Doc. A/34/ 46 
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

国
際
人
権
規
約

社
会
権
規
約
、
自
由
権
規
約
お
よ
び
選
択
議
定
書
と
い
う
三
つ
の
文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
際
人
権
規
約
に
対
す
る
ア
ジ
ア
諸
国

の
参
加
状
況
は
、
決
し
て
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
社
会
権
規
約
に
つ
い
て
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
北
朝
鮮
、
イ
ン
ド
、
日
本
、

ベ
ト
ナ
ム
の
八
か
国
が
、
自
由
権
規
約
に
つ
い
て
は
、
上
記
八
か
国
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
除

＜
七
か
国
が
、
各
々
当
事
国
に
な
っ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
選
択
議
定
書
に
い
た
っ
て
は
未
だ
い
ず
れ
の
国
も
批
准
・
加
入
を
果
た
し
て

い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
権
規
約
は
第
四
一
条
で
国
家
通
報
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
の
受
諾
宣
言
を
行
な
っ

て
い
る
の
も
本
稿
で
扱
う
ア
ジ
ア
の
二
四
か
国
中
わ
ず
か
に
ス
リ
ラ
ン
カ
一
国
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
社
会
権
規
約
の
み
を
批
准
し
て
い

る
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
自
由
権
規
約
お
よ
び
選
択
議
定
書
の
双
方
に
つ
い
て
一
九
六
六
年
―
二
月
一
九
日
に
早
々
と
署
名
を
行
な
っ
て
い
る

が
、
人
権
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
は
地
域
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
好
ま
し
い
と
す
る
理
由
な
ど
か
ら
そ
の
批
准
を
控
え
て
い
る
と
い
わ

(52) 

れ
る
。次

に
、
国
際
人
権
規
約
に
付
さ
れ
た
宣
言
・
留
保
で
あ
る
が
、

て
い
る
。
イ
ン
ド
の
「
宣
言
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

m自
決
権
は
外
国
の
支
配
下
に
あ
る
人
民
に
の
み
適
用
さ
れ
、
主
権
独
立

国
家
又
は
人
民
若
し
く
は
国
民
の
一
部
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
皿
自
由
権
規
約
第
九
条
（
身
体
の
自
由
と
逮
捕
抑
留
の
要
件
）
は
、
憲
法

第
二
二
条
3
及
び
7
と
調
和
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
法
体
系
の
下
で
は
、
不
法
な
逮
捕
・
拘
禁
に
も
と
づ
く
賠
償
請

求
権
は
存
在
し
な
い
。
皿
自
由
権
規
約
第
一
三
条
（
外
国
人
の
追
放
）
の
外
国
人
へ
の
適
用
を
留
保
す
る
。
的
社
会
権
規
約
第
四
条
（
公

共
の
福
祉
）
及
び
第
八
条
（
団
結
権
・
ス
ト
ラ
イ
キ
権
）
は
、
憲
法
第
一
九
条
と
両
立
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
。
閃
社
会
権
規
約
第
七

モ
ン
ゴ
ル
、

A
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、

(51) 

と
に
し
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
、

そ
れ
ら
の
条
約
を
い
く
つ
か
の
部
類
に
分
類
し
て
考
察
を
進
め
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
扱
う
条
約
の
一
覧

を
前
頁
の
表
1
に
掲
げ
て
お
く
。
以
下
の
記
述
で
は
、
条
約
名
は
表
1
に
示
す
略
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ア
ジ
ア
で
は
、
実
体
規
定
に
関
し
て
日
本
と
イ
ン
ド
が
こ
れ
を
行
な
っ
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(53) 

条
い
（
昇
進
機
会
の
均
等
）
は
、
憲
法
第
一
六
条
四
項
と
両
立
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
は
、
社
会
権
規
約
第
七
条
④
（
公

の
休
日
に
つ
い
て
の
報
酬
の
支
払
）
、
同
第
八
条
1
⑥
（
ス
ト
ラ
イ
キ
権
）
、
同
第
一
三
条
2
⑮
及
び
い
（
中
高
等
教
育
の
無
償
化
）

(54) 

い
て
留
保
を
付
し
、
自
由
権
規
約
第
二
二
条
と
の
関
連
で
消
防
職
員
を
警
察
職
員
に
含
め
る
と
の
解
釈
宣
言
を
行
な
っ
て
い
る
。

リ
ピ
ン
、
韓
国
、

種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
権
限
を
受
諾
し
て
い
る
国
は
ア
ジ
ア
に
は
存
し
な
い
（
世
界
的
に
は
、
一
―
か
国
が
こ
の
受
諾
宣
言
を
し
て
い
る
）
。

実
体
的
な
宣
―
―
1[I
.
 留
保
と
し
て
は
、
ネ
パ
ー
ル
が
、

m同
国
の
憲
法
は
個
人
の
権
利
を
保
障
し
て
お
り
、
条
約
の
い
ず
れ
の
規
定
も
憲
法

と
両
立
し
な
い
立
法
そ
の
他
の
行
為
を
要
求
・
許
可
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
仰
第
四
条
（
人
種
的
優
越
主
義
に
基
づ
く
差
別
お

は
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
が
同
条
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
限
り
に
お
い
て
一
層
の
立
法
措
置
を
締
約
国
に
求
め

よ
び
扇
動
の
禁
止
）

て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
皿
第
六
条
（
人
種
差
別
に
対
す
る
救
済
）
上
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
補
償
．
賠
償
に
つ
い
て
の
い
ず
れ
か
の

形
態
の
救
済
手
段
が
利
用
可
能
な
こ
と
で
満
足
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
す
る
、
こ
と
な
ど
を
宣
明
し
て
い
る
。

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
条
約
に
つ
い
て
も
、

る
。
す
な
わ
ち
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
国
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、

こ
の
他
、
中
国
、

な
っ
て
い
る
。

ピ
ン
、 次

に
、

モ
ン
ゴ
ル
、 ア

ジ
ア
諸
国
の
比
較
的
積
極
的
な
姿
勢
が
窺
え
る
。
実
際
に
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
は
、

ベ
ト
ナ
ム
の
一
四
か
国
が
批
准
ま
た
は
加
入
を
行
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
四
条
に
基
づ
く
人

ア
ジ
ア
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
当
事
国
は
少
な
く
な
く
、
次
の
一
―
か
国
が
あ
げ
ら
れ

イ
ン
ド
、
ラ
オ
ス
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ベ
ト
ナ
ム
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
ネ
パ
ー
ル
が
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
対
す
る
の
と
同
様
の
宣
言
・
留
保
を
行

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
中
国
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ベ
ト
ナ
ム
、

ン、

イ
ン
ド
、
ラ
オ
ス
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
教
育
差
別
禁
止
条
約
に
も
参
加
し
て

モ
ル
ジ
ブ
、

モ
ル
ジ
ブ
、

モ
ン
ゴ
ル
、

モ
ン
ゴ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、

フ
ィ
リ

。
ヽ
レ
、

ネ
ノ
ー
J

パ
キ
ス
タ
ン
、

差
別
防
止
の
分
野
で
は
、

B

差
別
の
防
止

フ
ィ

に
つ
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

゜
ヽ
レ
、

ネ
ノ
ー
J

パ
キ
ス
タ
ン
、

八
か
国
が
、
奴
隷
制
等
廃
止
補
足
条
約
に
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
ラ
オ
ス
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

奴
隷
条
約
に
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

ビ
ル
マ
、

イ
ン
ド
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の
一
―
か
国
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
身
売
買
等
鎮
圧

モ
ン
ゴ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、

ベ
ト
ナ
ム
の
七
か
国
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
で
は
、

バ
キ
ス
タ
ン
、

か
ら
剥
奪
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
た
だ
し
、

ず
れ
か
に
対
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
の
判
決
を
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
同
意
す
る
場
合
を
除
く
）
、
を
宣
明
し
、

第
六
条
に
つ
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同
様
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、

ま
た
、
戦
争
犯
罪
時
効
不
適
用
条
約
に
つ
い
て
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、奴

隷
、
人
身
売
買
等
の
禁
止

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
北
朝
鮮
、

マ
レ
ー
シ
ア
、

さ
ら
に
、

イ
ン
ド
、
ラ
オ
ス
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
留
保
に
対
し
て
は
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の

三
モ
ン
ゴ
ル
、

D
 

モ
ン
ゴ
ル
、

プ
ラ
ジ
ル
な
ど
が
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
や

ビ
ル
マ
も
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
が
両
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
裁
判
所
の
い

言
、
留
保
と
し
て
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
、

m
一
定
の
官
吏
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
に
基
づ
き
保
障
さ
れ
る
司
法
手
続
か
ら
の
免
除
は
、
第
四

条
（
犯
罪
者
の
身
分
を
問
わ
ぬ
処
罰
）
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
こ
と
、
皿
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
が
必
要
な
法
律
を
制
定
す
る
ま
で
、
第
七

条
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
非
政
治
犯
罪
性
）
に
対
し
て
は
実
効
を
与
え
な
い
こ
と
、
皿
第
六
条
（
管
轄
裁
判
所
）
お
よ
び
第
九
条
（
紛
争
の

国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
）
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
領
域
内
で
行
な
わ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
の
管
轄
権
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所

オ
ス
、

モ
ル
ジ
ブ
、

モ
ン
ゴ
ル
、

゜
ヽ
レ
、

ネ
ノ
ー
）

パ
キ
ス
タ
ン
、

一
三
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ビ
ル
マ
、
中
国
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、

ベ
ト
ナ
ム
）

に
及
ぶ
。
こ
の
条
約
へ
の
宣

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
ア
ジ
ア
で
の
当
事
国
数
は
、

C

戦
争
犯
罪
・
人
道
に
対
す
る
罪
な
ど

い
る
。

イ
ン
ド
、
ラ
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H

女
性
の
地
位
な
ど

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

ア
ジ
ア
に
は
国
際
修
正
権
条
約
の
批
准
・
加
入
国
は
存
在
し
な
い
。

モ
ン
ゴ
ル
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の
三
か
国
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女

G
 

F
 

E
 

条
約
の
当
事
国
は
、
イ
ン
ド
、
日
本
、
ラ
オ
ス
、

約
最
終
議
定
書
に
は
、
イ
ン
ド
、
日
本
、

被
拘
禁
者
・
抑
留
者
の
保
護

情
報
の
自
由

。
ヽ
レ
、

ネ
ノ
ー
J

パ
キ
ス
タ
ン
、

パ
キ
ス
タ
ン
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、

拷
問
禁
止
条
約
が
こ
の
範
峙
に
属
す
る
が
、
同
条
約
は
採
択
後
間
も
な
い
た
め
、

難
民
・
無
国
籍
者
の
保
護

難
民
・
無
国
籍
者
の
保
護
の
分
野
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
そ
の
普
遍
的
規
制
に
最
も
消
極
的
な
分
野
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
難
民

条
約
お
よ
び
同
議
定
書
へ
の
加
入
は
わ
ず
か
三
か
国
（
中
国
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
無
国
籍
者
地
位
条
約
の
当

事
国
も
韓
国
一
か
国
に
す
ぎ
な
い
。
無
国
籍
者
条
約
に
い
た
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
は
一
か
国
も
参
加
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

こ
の
分
野
で
は
、
ま
ず
婦
人
参
政
権
条
約
に
対
し
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、

タ
イ
の
一
―
か
国
が
批
准
ま
た
は
加
入
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
付
さ
れ
た
実

体
的
な
宣
言
・
留
保
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
が
、
イ
ン
ド
軍
ま
た
は
イ
ン
ド
の
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
当
る
軍
隊
へ
の
徴
募
お
よ
び
こ
れ
ら

の
軍
隊
に
お
け
る
勤
務
条
件
に
は
第
三
条
（
公
務
参
与
の
男
女
平
等
）
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
パ
キ
ス
タ
ン
も
同
旨

マ
レ
ー
シ
ア
、

ア
ジ
ア
に
は
批
准
・
加
入
国
は
存
し
な
い
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
、
ラ
オ
ス
、

の
留
保
を
付
し
て
い
る
。

既
婚
婦
人
国
籍
条
約
に
つ
い
て
は
、

子
差
別
撤
廃
条
約
に
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ブ
ー
タ
ン
、
中
国
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ラ
オ
ス
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の
五
か
国
が
参
加
し
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
り
、
同
条

ニ
四

ス

モ
ン
ゴ
ル
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

J
 

括

し
な
い
と
い
う
政
策
に
適
合
す
る
よ
う
に
運
用
す
る
こ
と
、
仰
第
一
六
条
2

婚
姻
の
強
制
的
登
録
の
原
則
に
同
意
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
よ
う
に
広
大
で
慣
習
、
宗
教
お
よ
び
識
字
レ
ベ
ル
の
多
様
な
国

家
に
お
い
て
は
実
際
的
で
な
い
、
と
い
う
宣
言
を
付
し
て
い
る
。

最
後
に
、
婚
姻
同
意
等
条
約
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
み
が
批
准
を
行
な
っ
て
い
る
。

I
L
o諸
条
約

合
計
一
五
九
に
も
の
ぼ
る

I
L
o
条
約
に
つ
い
て
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
参
加
状
況
は
、
極
め
て
劣
悪
で
あ
る
。
最
多
の
批
准
を
行
な
っ
て

い
る
の
は
日
本
の
三
七
で
あ
り
、
次
い
で
イ
ン
ド
の
三
四
、

パ
キ
ス
タ
ン
の
三

0
が
こ
れ
に
続
く
が
、
し
か

し
、
ネ
パ
ー
ル
の
三
、
ラ
オ
ス
お
よ
び
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
五
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
八
と
い
う
批
准
数
も
あ
っ
て
、
ア

ジ
ア
諸
国
の
平
均
批
准
条
約
数
は
一
八
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
欧
米
の
六

0
は
も
と
よ
り
、

一
九
を
下
回
り
、
地
域
別
で
は
最
低
の
数
字
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
で
検
討
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況
を
次
頁
に
表
2
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
こ
こ
で
、

く
二
二
の
人
権
条
約
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

―
二
、
イ
ン
ド
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
―
一
が
こ
れ
に
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
権
条
約
参
加
状
況
が
悪
い
の
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
あ
り
、
プ
ル
ネ
イ

0
、

ー

六
条
1

小

ア
ジ
ア
は
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
三
一
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
最
多
の
一
五
の
条
約
の
当
事
国
で
あ
り
、
次
い
で
ス
リ
ラ
ン
カ
の

（
婚
姻
・
家
族
関
係
に
お
け
る
男
女
平
等
の
実
現
）
を
、

リ
ラ
ン
カ
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、

イ
ン
ド
も
署
名
済
み
で
あ
る
。
な
お
、

タ
イ
一
、

マ
レ
ー
シ
ア
ニ
、

二
五

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が

ベ
ト
ナ
ム
、
日
本
(
-
九
八
五
年
七
月
二
五
日
発
効
）
が
批
准
ま
た
は
加
入
を
済
ま
せ
て
お
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
民
主

イ
ン
ド
は
、
そ
の
署
名
時
に
、
①
第
五
条
①
（
定
型
観
念
の
撤
廃
）
お
よ
び
第
一

い
ず
れ
の
共
同
体
の
私
的
事
項
に
も
そ
の
発
議
ま
た
は
同
意
な
く
干
渉

（
婚
姻
最
低
年
齢
・
登
録
義
務
）
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て

ア
フ
リ
カ
の
二
五
、
中
近
東
の

I
L
o条
約
を
除

5-3-381 (香法'85)
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表 2 アジア諸国の人権諸条約への参加状況

国 名
ア ノゞ プ ビ ブ 中 力 イ イ 日 ラ マ モ モ ネ ノ‘゚ 北 フ 韓 シ ス 夕 ベ
フ ン

ン ン レ キ イ ン リガ グ l ）レ ド ン lレ ;{ 
ガ 卜

条 二 ラ Jレ ポ ン
ネ

オ I ス 朝 リ
ポ

ラ

悶
ス デ 夕 ネ ジ ゴ ジ l 夕 ナ
夕 シ シ シ ピ l ン

ン ユ ン マ イ 国 ア ド ア 本 ス ア Jレ プ )レ ン 鮮 ン 国 Jレ 力 イ ム

社 会 権 規 約

゜ ゜゜ ゜ ゜゚ ゜゜自 由 権 規 約

゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜゜選 択 議 定 書

人種差別撤廃条約

゜゚ ゜゚゜ ゜゜゚゜゚ ゜゚ ゜゜アパルトヘイ ト条約

゜ ゜゚゜ ゜゜゚゜ ゜ ゜゜教育差別禁止条約

゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜ジ ュ ノサイ ド条約

゜ ゜゜゚゜ ゜゜゚゜゚ ゜ ゜゜戦 争 犯 罪 時 効 不 適 用 条 約

゜ ゜ ゜゜ ゜゚ ゜奴 隷 条 約

゜ ゜ ゜ ゜゜゚ ゜ ゜奴 隷 制 等 廃 止 補 足 条 約

゜ ゜゚ ゜゚゜゜゚ ゜゜゚人身売買等鎮圧条約

゜゜゚ ゜゜゚゜゚人身売買等鎮圧条約最終議定書

゜゜ ゜゚ ゜拷 問 等 禁 止 条 約

難 民 条 約

゜ ゜ ゜難 民 議 定 書

゜ ゜ ゜無 国 籍 者 地 位 条 約

゜無 国 籍 者 条 約

国 際 修 正 権 条 約

婦 人 参 政 権 条 約

゜ ゜゚゜゚ ゜゜゚ ゜゚ ゜既 婚 婦 人 国 籍 条 約

゜ ゜゚女 子 差 別 撤 廃 条 約

゜゚ ゜ ゜゚゜゜ ゜゚ ゜゜婚姻 同 意 等 条 約

゜小 計 ， 2 1 2 

゜
7 4 11 3 8 8 2 11 3 6 6 3 15 6 3 12 1 8 

I L 0 条 約批准数 15 31 21 14 5 34 8 37 4 11 8 3 30 21 21 27 11 22 

(S8.~:i:) 
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アジアにおける人権保障機構の構想（一）（山崎・阿部）

こ
の
他
、

(51)
以
下
で
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
次
の
文
献
を
情
報
源
と
す
る
。

Multilateral
T
r
e
a
t
i
e
s
 
D
e
p
o
s
i
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
S
e
c
r
e
t
a
r
y
 1 G
e
n
e
r
a
l
,
 

status a
s
 at 
31 
D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
8
4
 (U.N• 

D
o
c
.
 S
T
1
L
E
G
.
/
S
E
R
.
E
/
1
3
)
 ;
 J.B. M
a
r
i
e
.
 International 
I
n
s
t
r
n
m
e
n
t
s
 
relati
、zg
to 
h
u
m
a
n
 

品
君
-Classification
a
n
d
 cJ図
ミ

s
h
o
w
i
n
g
ratifications 
as 
at 
1
 J g
思
心
P
]
9
O
o
5↓

5
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 L.J. 
3
5
7
 
(1984) ;
 Ch
a
r
t
 at 

Ratifications o
f
 International L
a
b
o
u
r
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
,
 1
 Ja
n
u
a
r
y
 1
9
8
5
 
(prep. b
y
 I
L
O
)
.
 し
4
gか
っ
て
、
太
H
禍
で
一
言
及
す
る
当
T

車
忘
国
劾
t

な
ど

は
、
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
一
九
八
四
年
―
二
月
三
一
日
ま
た
は
一
九
八
五
年
二
月
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

(52) 

(53) U.N• 

D
o
c
.
 E
/
C
N
.
 4
/
S
u
b
.
 2/1984/26, paras. 2
2ー

25.

こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
「
宣
言
」
に
対
し
て
は
、
特
に
①
に
対
し
て
、

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

(54)
な
お
、
社
会
権
規
約
お
よ
び
自
由
権
規
約
の
双
方
に
つ
い
て
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
一
九
八

0
年
一
月
一
七
日
に
署
名
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
は
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
が
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
カ
ン
ポ
ジ
ア
の
合
法
的
代
表
で
は
な
い
と
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
他
、
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ア
が

行
な
う
署
名
、
批
准
、
加
入
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
条
約
に
つ
い
て
も
、
政
権
の
正
統
性
・
合
法
性
の
観
点
か
ら
特
に
社
会
主
義
諸
国
に
よ
っ
て
異
議

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
扱
う
宣
言
・
留
保
は
実
体
規
定
に
関
す
る
も
の
に
限
定
し
た
が
、
条
約
の
手

続
的
な
側
面
に
関
す
る
宣
言
・
留
保
に
つ
い
て
略
述
す
れ
ば
、
各
条
約
毎
に
い
ず
れ
か
の
国
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
宣
言
・
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

m条
約
の
解
釈
に
関
す
る
紛
争
の
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
は
、
一
方
的
に
で
は
な
く
、
全
紛
争
当
事
国
の
同
意
に
よ

る
べ
き
こ
と
、
皿
条
約
の
署
名
、
批
准
、
加
入
な
ど
の
た
め
の
開
放
は
、
国
連
フ
ァ
ミ
リ
ー
構
成
国
に
限
定
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
国
に
対
し
て
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
。

加
入
実
績
が
優
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

三
と
な
っ
て
い
る
。

ブ
ー
タ
ン

（一）、

ビ
ル
マ
お
よ
び
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

（二）、

二
七

北
朝
鮮
及
び
モ
ル
ジ
ブ

（三）

フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
が
、
自
決
権
は
「
す
べ
て
の
人
民
」
に
適

も
批
准
．

5-3-383 (香法'85)



こ
こ
で
は
、
日
本
、
韓
国
お
よ
び
台
湾
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
自
由
権
的
側
面
（
参
政
権
を
含
む
）
で
は
、
法
の
下
で
の
平
等
、
参

政
権
、
信
教
の
自
由
・
表
現
の
自
由
、
通
信
の
秘
密
、
財
産
権
、
居
住
（
移
動
）
の
自
由
、
身
体
の
拘
束
に
つ
い
て
の
適
正
手
続
の
保
障

が
三
国
の
憲
法
上
共
通
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
良
心
の
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
、
苦
役
か
ら
の
自
由
、
逮
捕
・
捜
査
令
状
主

義
、
弁
護
人
依
頼
権
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
、
一
事
不
再
理
、
迅
速
・
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
黙
秘
権
、
拷
問
の
禁
止
な
ど
は
、
台

湾
の
憲
法
に
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
思
想
の
自
由
、
学
問
の
自
由
、
奴
隷
的
拘
束
か
ら
の
自
由
、
残
虐
刑
の
禁
止
な
ど
は
、
日
本
の
憲

法
に
の
み
明
定
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
社
会
権
的
側
面
で
は
、
教
育
権
、
労
働
権
、
生
存
権
の
保
障
が
三
国
共
通
に
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
労
働
者
の
団
結
権
は
台

湾
憲
法
に
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
務
請
求
権
に
関
し
て
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
刑
事
補
償
権
は
日
本
の
憲
法
の
み

に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
請
願
権
は
韓
国
の
憲
法
に
も
明
定
さ
れ
て
お
り
、
国
家
賠
償
請
求
権
は
三
国
共
通
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
人
権
の
制
約
事
由
と
し
て
は
、
公
共
の
福
祉
（
日
本
）
、
国
の
安
全
、
秩
序
の
維
持
お
よ
び
公
共
の
福
祉
（
韓
国
憲
法
第
三
五

A
 

曰前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

か
し
、
人
権
は
現
実
に
は
各
国
の
領
域
内
で
保
護
（
侵
害
）
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
人
権
の
法
的
実
情
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況
を
検
討
す
る
だ
け
で
な
く
、
各
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
就
中
「
国
の
最
高
法
規
」
た
る
憲
法

に
お
い
て
、
人
権
が
ど
の
程
度
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
探
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
各
国
の

(55) 

憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定
に
つ
い
て
、
概
括
的
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
規
定
態
様
の
類
似
性
か
ら
、
各
国
を
い
く
つ

東
ア
ジ
ア
諸
国

か
の
集
団
に
分
類
し
て
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定

ア
ジ
ア
諸
国
の
人
権
諸
条
約
へ
の
参
加
状
況
は
一
般
的
に
は
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し

ニ
八
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

二
九

条
）
、
他
人
の
自
由
の
保
障
、
緊
急
の
危
険
の
回
避
、
社
会
秩
序
の
維
持
お
よ
び
公
共
の
福
祉
（
台
湾
憲
法
第
二
二
条
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
個
人
の
義
務
と
し
て
は
、
納
税
・
教
育
義
務
が
三
国
共
通
で
あ
り
、
勤
労
義
務
が
日
韓
、
国
家
防
衛
義
務
が
韓
台
に
み
ら
れ

る
。
な
お
、
非
常
事
態
に
関
し
て
は
、
韓
国
憲
法
第
五
一
条
、
台
湾
憲
法
第
三
九
条
が
こ
れ
に
関
す
る
規
定
を
も
っ
て
お
り
、
韓
国
の
場

合
は
、
大
統
領
の
宣
言
に
よ
り
す
べ
て
の
権
利
・
自
由
の
停
止
が
可
能
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
台
湾
の
場
合
は
、
総
統
が
戒
厳
令
を
宣

言
で
き
る
と
規
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(56) 

A
S
E
A
N
諸
国

A
S
E
A
N
諸
国
の
憲
法
規
定
の
特
徴
の
―
つ
は
、
社
会
権
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
憲
法
ー
労
働
権
、
相
当
な
生
活
水
準
を
期
待
す
る

権
利
（
第
二
七
条
2
)
お
よ
び
教
育
権
（
第
三
一
条
1
)
を
規
定
す
る
_
ー
｀
の
場
合
を
除
き
、
「
権
利
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
タ
イ
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
憲
法
に
は
、
国
家
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活
水
準
、
健
康
、
教
育
と
い
っ
た
社
会
権
的
側
面
の
発
展

が
促
進
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
国
家
に
向
け
ら
れ
た
指
導
原
則
で
あ
っ
て
、
人
権
と
し

て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
参
政
権
に
つ
い
て
も
、
タ
イ
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
と

五
か
国
に
共
通
に
み
ら
れ
る
の
は
、
言
論
、
表
現
、
集
会
、
結
社
お
よ
び
信
教
の
自
由
の
保
障
で
あ
り
、
こ
の
他
移
動
の
自
由
、
財
産

一
事
不
再
理
な
ど
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
除

権
、
奴
隷
的
拘
束
・
強
制
労
働
の
禁
止
、
適
正
手
続
の
保
障
、
遡
及
・
加
重
処
罰
の
禁
止
、

く
四
か
国
の
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
逮
捕
理
由
告
知
義
務
、
弁
護
人
依
頼
権
、
拷
問
・
残
虐
刑
の
禁
止
、
迅
速
な
裁
判
を
受

A
S
E
A
N
諸
国
の
憲
法
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
国
務
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
タ
イ
（
第

け
る
権
利
な
ど
は
、

三

0
、
四
二
、

ど
ま
る
。 B

 

四
五
条
）

お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
第
四
章
第
一
五
、
二
三
条
）

の
憲
法
を
除
き
、
明
定
さ
れ
て
い
な
い
。

人
権
制
約
事
由
に
関
し
て
は
、
移
動
の
自
由
、
表
現
の
自
由
が
、
安
全
保
障
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
な
ど
の
た
め
の
法
律
に
従
う
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こ
と

c
 

て
は
、

（
マ
レ
ー
シ
ア
、

タ
イ
、

し
て
は
捉
え
ず
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

タ
イ
）
を
理
由
と
し
て
制
約
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、

ま
た
、
信
教
の
自
由
が
市
民
的
義
務
、
公

（
タ
イ
）
を
理
由
と
し
て
制
約
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

の
秩
序
、
良
好
な
道
徳
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
第
四
五
条
で
、
憲
法
上
の
権
利
・
自
由
は
、
国
家
・
宗
教
・
国
王
な
ど
に
反
す
る
こ
と
な
く
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
な

お
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
移
動
・
表
現
の
自
由
な
ど
は
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
個
人
の
義
務
と
し

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
憲
法
が
、
国
民
に
対
し
、
国
家
・
宗
教
・
国
王
・
民
主
的
政
治
体
制
の
擁
護
、
国
家
の

タ
イ
憲
法

防
衛
、
憲
法
、
法
律
の
遵
守
、
納
税
、
教
育
、
他
人
の
権
利
の
尊
重
な
ど
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
最
後
に
、
非
常
事
態
に
つ
い
て
は
、

レ
ー
シ
ア
憲
法
（
第
一
一
部
）
、

こ
の
地
域
の
諸
国
の
憲
法
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
憲
法
（
第
―
二
部
）
お
よ
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
（
第
九
章
第
―
二
条
）
上
に
規
定
が
み
ら

れ
、
同
事
態
に
際
し
て
は
適
正
手
続
の
保
障
、
移
動
、
表
現
の
自
由
お
よ
び
財
産
権
の
保
障
の
停
止
（
マ
レ
ー
シ
ア
、

人
身
保
護
令
状
の
特
権
の
停
止
、
戒
厳
令
の
布
告
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

(57) 

南
ア
ジ
ア
諸
国

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
、

モ
ル
ジ
ブ
の
場
合
を
除
き
、
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
次
の
二
つ
の
大
き
な
特
徴
を
指

摘
し
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
は
、
法
の
前
の
平
等
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
の
憲
法
は
単
に
平
等
を
謳
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

社
会
的
弱
者
た
る
女
性
、
児
童
・
障
害
者
や
、
指
定
部
族
、
カ
ー
ス
ト
、
社
会
的
・
教
育
的
に
遅
れ
た
市
民
階
級
の
た
め
の
積
極
的
是
正

措
置
の
合
憲
性
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
少
数
民
族
の
文
化
的
独
自
性
へ
の
配
慮
も
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
憲

法
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
地
域
の
諸
国
が
抱
え
る
複
雑
な
社
会
的
問
題
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
第
二
の
特
徴

は
社
会
権
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
の
諸
国
の
憲
法
は
、
前
述
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
権
を
基
本
権
と

い
ず
れ
も
国
家
政
策
の
指
導
原
則
（
基
本
原
則
）
と
し
て
、
国
家
が
実
現
す
べ
き
責
務
を
負
う
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

そ
う
し
た
責
務
の
中
で
は
、
特
に
、
富
の
偏
在
の
除
去
、
少
数
民
族
の
保
護
、
環
境
の
保
全
が
ほ
ぼ
共
通
に
み
ら
れ
、
さ
ら
に
パ
キ
ス
タ

―1
0
 

マ
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アジアにおける人権保障機構の構想（一）（山崎・阿部）

(60) 

社
会
主
義
諸
国

社
会
主
義
諸
国
の
憲
法
規
定
の
態
様
は
ほ
ぼ
一
様
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
社
会
的
自
由
・
経
済
的
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
な

い
か
ま
た
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
人
身
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
刑
事
被
疑
者
・
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
権
利
の
十
全
な

カ
タ
ロ
グ
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
他
の
地
域
の
憲
法
に
み
ら
れ
な
い
権
利
・
自
由
と
し
て
は
、
庇
護
権
、
科
学
・
文

化
・
芸
術
活
動
の
自
由
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
国
家
に
よ
る
在
外
自
国
民
保
護
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

社
会
主
義
諸
国
で
あ
る
故
に
社
会
権
の
規
定
は
極
め
て
充
実
し
て
お
り
、
ま
た
国
務
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
不
服
申
立
て
権
、
賠
償
請

D
 

-, 

ン
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
生
活
様
式
の
普
及
が
謳
わ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

こ
の
地
域
で
は
、
包
括
的
に
み
れ
ば
、
自
由
権
（
精
神
的
自
由
、
人
身
の
自
由
、
社
会
的
自
由
、
経
済
的
自
由
）

(58) 

ほ
ぼ
網
羅
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
国
務
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
へ
の
申
立
て
権
（
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
）
、

権
利
救
済
に
対
す
る
権
利
（
ネ
パ
ー
ル
）
、
不
当
処
罰
に
際
し
て
の
上
級
裁
判
所
へ
の
訴
え
（
モ
ル
ジ
ブ
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
な
お
、
ネ
パ
ー
ル
お
よ
び
ス
リ
ラ
ン
カ
憲
法
に
は
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

人
権
制
約
事
由
と
し
て
は
、
予
防
拘
禁
に
当
っ
て
逮
捕
告
知
義
務
、
弁
護
人
依
頼
権
な
ど
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と

タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
、
ま
た
、
ほ
ぼ
一
般
的
に
、
精
神
的
、
社
会
的
、
経
済
的
自
由
が
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
道
徳
・
健
康
な
ど
を

理
由
と
し
て
制
限
さ
れ
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
負
う
義
務
と
し
て
は
、
憲
法
の
尊
重
、
国
家
・
民
族
へ
の
忠
誠
・
献
身
、
国

家
的
統
一
の
促
進
、
他
人
の
権
利
の
尊
重
、
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
非
常
事
態
に
関
し
て
は
、
イ
ン
ド
憲
法
上
（
第
三
五
ニ

条
）
、
大
統
領
が
、
精
神
的
・
社
会
的
・
経
済
的
自
由
の
停
止
、
裁
判
所
へ
の
申
立
て
権
の
停
止
を
な
し
得
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

パ
キ
ス
タ
ン
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
憲
法
に
も
同
旨
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
国
王
が
す
べ
て
の
権
利
の
停
止
を
な
し
得
る

(59) 

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
イ
ン
ド
、

パ
キ
ス

へ
の
言
及
は
、

一
応
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あ
ろ
う
。

文
の
規
定
は
な
い
が
、

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

さ
れ
て
い
る
が
、

勤
労
人
民
、

求
権
、
請
願
権
の
い
ず
れ
か
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
表
現
の
自
由
、

信
教
の
自
由
、

賢

(
O
c
e
a
n
a
 p
u
b
 

•• 
N• 

Y.) 

戸

の
、
ア
ジ
ア

通
信
の
秘
密
と
い
っ
た
精
神
的
自
由
も
一
般
に
保
障

社
会
主
義
国
家
社
会
、

た

だ

こ

れ

ら

の

自

由

の

行

使

は

、

集

団

の

利

益

な

ど

に

よ

っ

て

厳

し

く

枠

付

け

を

個
人
の
義
務
も
、
祖
国
・
社
会
主
義
体
制
の
擁
護
の
た
め
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
非
常
事
態
に
つ
い
て
は
特
に
明

(61) 

社
会
主
義
諸
国
は
平
時
が
非
常
時
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
意
味
で
特
に
か
か
る
規
定
を
設
け
る
必
要
も
な
い
の
で

(55)
こ
こ
で
は
、

A
.
P
.
B
l
a
n
s
t
e
i
n
 &
 G
.
H
.
 Flanz. ed., 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 o
f
 t
h
e
 C
o
u
n
t
r
i
e
s
 o
f
 t
h
e
 W
o
r
l
d
 

諸
国
の
現
行
憲
法
を
扱
っ
て
い
る
部
分
を
参
照
し
た
。

(
5
6
)
A
S
E
A
N
諸
国
の
う
ち
、
ブ
ル
ネ
イ
憲
法
に
は
人
権
規
定
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
残
り
の
五
か
国
を
扱
う
。

(57)
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
は
、
プ
ー
タ
ン
が
成
文
憲
法
典
を
有
し
て
い
な
い
の
で
除
外
し
た
。
ま
た
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、
戒
厳
令
の

下
現
在
憲
法
が
停
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
除
外
せ
ず
に
考
察
の
対
象
と
し
た
。

(58)
奴
隷
的
拘
束
、
強
制
労
働
の
禁
止
の
み
な
ら
ず
、
人
身
売
買
の
禁
止
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
（
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
）
の
も
興
味
深
い
。

ま
た
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
一
四
歳
未
満
の
児
童
の
工
場
な
ど
で
の
就
労
を
禁
じ
て
い
る
。

(59)
な
お
、
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
非
常
事
態
権
限
に
つ
い
て
の
憲
法
規
定
を
有
し
て
い
な
い
が
、
自
由
権
規
約
第
四
条
3
に
基
づ
く
通
告
(
-
九
八
三
年
五
月
一

八
日
よ
り
、
同
規
約
第
九
条
3
及
び
第
一
四
条
3
⑮
に
つ
い
て
免
脱
す
る
旨
の
通
告
）
を
行
な
っ
て
い
る
(
U
.
N
.
D
o
c
.
S
T
 /L
E
G
/
S
E
R
.
 E/3, at 140)
。

非
常
事
態
に
関
す
る
同
国
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

U
•
N
•D
o
c
.
 C
C
P
R
/
C
/
1
4
/
 Ad
d
.
 4
 (27 
A
p
r
i
l
l
 
1983), paras. 
10ー

12.
を
参
照
。

(60)
こ
こ
で
は
、
ラ
オ
ス
が
憲
法
典
を
有
し
て
い
な
い
の
で
除
外
す
る
。
一
九
七
四
年
の
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の
成
立
に
伴
い
、
一
九
四
七
年
の
王
国
憲

法
は
廃
止
さ
れ
た
。
一
九
八
四
年
五
月
に
最
高
人
民
評
議
会
が
憲
法
起
草
委
員
会
を
設
置
し
、
よ
う
や
く
憲
法
制
定
の
動
き
が
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
リ
ラ
ン
カ
も
「

E
南
ア
ジ
ア
諸
国
」
に
含
め
た
の
で
扱
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
、
北
朝

鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ビ
ル
マ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
七
か
国
で
あ
る
。
な
お
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
一
九
八

0
年
四
月
ニ
―
日

に
効
力
を
生
じ
た
暫
定
憲
法
と
し
て
の
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
民
主
共
和
国
基
本
原
則
」
を
参
照
し
た

(
R
e
p
o
r
t
o
n
 t
h
e
 Situation o
f
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
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アジアにおける人権保障機構の構想(-・) (山崎・阿部）

抑
圧
状
況
は
、

A
 

四

in 
A
f
g
a
n
i
s
t
a
n
 (U.N• 

Doc. E
/
C
N
.
 4
/
1
9
8
5
/
2
1
,
 
para. 1
4
0
.
)

邦
訳
、
一

1

1

宅

集
』
第
二
九
巻
第
二
号
(
-
九
八
三
年
）
）
。

(61)
小
林
直
樹
『
国
家
緊
急
権
』
（
学
陽
書
房
、

な
ど
）

実
際
の
人
権
状
況

前
節
で
は
、
各
国
の
憲
法
上
の
人
権
規
定
を
概
観
し
、
そ
の
若
干
の
特
徴
、
人
権
保
障
の
不
十
分
性
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
ア
ジ
ア
諸

国
に
お
け
る
実
際
の
人
権
状
況
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
自
由
権
、
社
会
権
、
お
よ
び
そ
の
他
（
自
決
権

と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
を
め
ぐ
る
現
状
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

自
由
権
の
現
況

他
の
発
展
途
上
地
域
同
様
強
権
政
治
が
一
般
的
な
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
政
権
維
持
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
恣
意
的
逮
捕
・
拘
禁
、

拷
問
、
即
決
処
刑
が
国
家
機
関
の
手
に
よ
り
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
年
次
報
告
書

に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
際
的
基
準
を
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
生
命
お
よ
び
人
身
の
自
由
へ
の
加
害
行
為
は
、

ネ
シ
ア
（
東
チ
モ
ー
ル
を
含
む
）
、

告
書
に
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
報

ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
に
お
け
る
「
再
教
育
キ
ャ
ン
プ
」

一
九
七
九
年
）
九
五
ー
九
六
頁
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

の
存
在
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
多
数
の
旧
政
権
関
係
者
が

長
期
間
に
わ
た
り
裁
判
を
受
け
る
こ
と
な
く
人
身
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
強
権
政
治
下
に
あ
る
ア
ジ
ア
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
特
定
思
想
（
共
産
主
義
な
ど
）
の
宣
伝
活
動
の
禁
止
、
政
党
活
動

一
般
の
禁
止
と
い
っ
た
形
で
の
精
神
的
自
由
、
殊
に
表
現
の
自
由
の
抑
圧
も
不
可
避
的
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
自
由
の

(63) 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
規
制
に
伴
う
国
家
に
よ
る
情
報
の
独
占
・
操
作
と
相
挨
っ
て
一
層
深
刻
化
し
て
お
り
、
か
く
し
て
表

亘

イ
ン
ド

優
訳
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
民
主
共
和
国
基
本
原
則
」
『
熊
本
商
大
論

5-3-389 (香法'85)



い
る
国
が
少
な
く
な
く
、

そ
う
で
は
な
い
南
ア
ジ
ア
諸
国
、

B
 

現
の
自
由
が
人
権
一
般
の
成
熟
度
を
判
断
す
る
有
力
な
指
針
た
り
得
る
と
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
人
権
成
熟
度
は
極
め
て
低
い
ま
ま
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
意
思
の
自
由
な
伝
達
が
妨
げ
ら
れ
、
情
報
が
一
部
に
独
占
さ
れ
続
け
る
限
り
、
ア
ジ
ア

と
こ
ろ
で
、

ア
ジ
ア
で
は
強
権
政
治
と
並
び
貧
困
・
低
開
発
の
状
況
も
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
が
誘
因
と
な
っ
て
生
じ

(65) 

て
い
る
奴
隷
制
類
似
の
慣
行
も
、
極
め
て
重
大
な
人
権
侵
害
の
事
態
と
し
て
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
、
南
ア
ジ
ア
に
は
、

借
金
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
期
間
無
報
酬
で
隷
従
労
働
に
服
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
慣
行

(
d
e
b
t
b
o
n
d
a
g
e
)

が
依
然
と
し
て
広
範
に

(66)

（

67) 

残
っ
て
お
り
（
奴
隷
的
拘
束
）
、
ま
た
、
同
地
域
に
は
、
農
園
な
ど
で
低
廉
な
労
働
に
従
事
す
る
児
童
の
数
も
極
め
て
多
い
と
さ
れ
て
い
る

（
児
童
労
働
か
ら
の
搾
取
）
。
こ
の
他
に
も
、
南
ア
ジ
ア
に
は
、
ダ
ウ
リ
(
d
o
w
r
y
)
と
称
さ
れ
る
、
婚
姻
に
際
し
て
女
性
の
側
が
高
額
な
持

参
金
の
用
意
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
慣
行
も
根
強
く
存
続
し
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
に
顕
著
な
女
性
の
売
買
、
売
春
か
ら
の
搾
取
の
慣
行
と

(68) 

と
も
に
そ
の
根
絶
が
強
く
叫
ば
れ
て
い
る
。
諸
国
政
府
は
、
こ
う
し
た
人
身
の
自
由
を
著
し
く
拘
束
す
る
一
連
の
慣
行
に
対
し
、
憲
法
上

(69) 

の
要
請
や
国
際
条
約
上
の
義
務
に
従
っ
て
積
極
的
に
そ
の
撤
廃
を
促
進
す
る
措
置
を
と
っ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
既
述
の
よ
う
に
、
か

(70) 

か
る
慣
行
の
根
本
的
誘
因
が
貧
困
、
低
開
発
、
社
会
慣
習
に
あ
る
だ
け
に
、
事
態
の
改
善
は
困
難
を
極
め
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

社
会
権
の
現
況

社
会
権
は
、
自
由
権
と
並
び
今
日
国
際
社
会
に
お
い
て
一
般
に
そ
の
権
利
性
を
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
国
連
総
会
も
、

そ
の
決
議
(
3
2
/
1
3
0
)

に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
は
不
可
分
で
あ
り
、
相
互
依
存
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
…
…
〔
自

由
権
お
よ
び
社
会
権
〕
双
方
の
実
現
、
促
進
お
よ
び
保
護
に
対
し
て
、
同
等
の
注
意
と
緊
急
の
考
慮
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
に
は
自
国
憲
法
に
お
い
て
人
権
と
し
て
の
社
会
権
に
言
及
し
て

に
人
権
意
識
の
成
熟
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
タ
イ
も
、
人
権
の
社
会
権
的
側
面
の
実
質
的
保
障
を
憲

ニ
四
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アジアにおける人権保障機構の構想(-) (山崎・阿部）

こ
う
し
て
表
3
お
よ
び
表
4
か
ら
、

も
た
ら
す
帰
結
で
も
あ
り
、

ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
に
お
い
て
、
健
康
、
食
糧
、
教
育
に
対
す
る
権
利
の
実
現
が
著
し
く
妨
げ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
看
破
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
表

3
I
C
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
貧
困
国
は
例
外
な
く
農
業
国
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
故
社
会
権
の
侵
害
状
況
は
圧
倒
的
に
農
村
地
域
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
村
部
を
中
核

と
し
た
適
正
な
開
発
こ
そ
が
問
題
の
解
決
に
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
今
日
の
貧
困
、
低
開
発
は
、
広
く
国
際
経
済
体
制
一
般
の

そ
の
た
め
貧
困
か
ら
の
脱
却
に
関
し
て
は
国
際
社
会
全
体
の
連
帯
が
絶
対
的
に
不
可
欠
と
な
る
。
言
う
ま
で

に
察
せ
ら
れ
よ
う
。

(71) 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ジ
ア
の
多
数
の
国
に
お
け
る
社
会
権
の
状
況
は
、
極
め
て
劣
悪
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、

健
康
を
享
受
す
る
権
利
、
食
糧
に
対
す
る
権
利
、
教
育
に
対
す
る
権
利
と
い
っ
た
側
面
か
ら
事
態
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
表
3
|
A
は
そ

れ
ら
社
会
権
実
現
の
基
盤
と
な
る
生
活
水
準
の
実
態
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
人
当
り

G
N
P
が
二

0
0ド
ル
に
達
し
な
い
国
が

ま
さ
れ
る
多
く
の
諸
国
は
、

法
で
謳
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（八）

三
五

三
（
ブ
ー
タ
ン
を
含
め
て
四
）
か
国
、
五

0
0ド
ル
以
下
の
国
が
七

）
 

表

4
ー

A
の
中
で
明
示
的
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、

（
 

は
、
平
均
寿
命
が
五

0
歳
以
下
、

一
人
当
り
カ
ロ
リ
ー
摂
取
量
も
イ
ン
ド
、

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
表
3
|
B
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
一
般
に
富
が
一
部
の
富
裕
層
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
諸
国
に
お
け
る
多
く
の
貧
民
は
、
た
だ
で
さ
え
低
い
所
得
平
均
値
よ
り
も
数
段
劣
悪
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で

き
る
。
社
会
主
義
国
で
あ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
民
に
つ
い
て
も
、
健
康
、
食
糧
を
め
ぐ
る
状

況
は
同
様
に
深
刻
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
事
態
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
（
表
4

ー

A
参
照
）
。
ま
た
、
貧
困
に
苛

ほ
ぽ
例
外
な
く
初
等
教
育
就
学
率
、
成
人
識
学
率
に
お
い
て
も
低
劣
で
あ
る
こ
と
が
、
表
4
|
B
か
ら
明
瞭

ス
リ
ラ
ン
カ
を
含
め
て
ぎ
り
ぎ
り
か
必
要
に
満
た
な
い
状
態

か
国
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
具
体
的
帰
結
は

、
。
ヽ
レ
、

ネ
ノ
ー
J

パ
キ
ス
タ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
で
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表3 生活水準指標と農業人口比率

〔A〕 〔B〕 〔C〕

1人当たり 所得分配・家計所得順位別シェア（％）
農業人口の比率

GNP 最低分位 第 2分位 第 3分位 第 4分位 最高分位 （最高分位10%)
（％） 

（ドル） 20% 20% 20% 20% 20% 

バングラデシュ 140 6.9 11.3 16.1 23.5 42.2 (27. 4) 83 

ネ ノ‘゚ Iレ 170 4.6 8.0 11. 7 16.5 59.2 (46. 5) 60 

ピ Jレ マ 190 50 

イ ン ド 260 7.0 9.2 13.9 20.5 49.4 (33.6) 62 

中 国 310 58 

スリランカ 320 53 

パキスタン 380 52 

アフガニスタン 77 

プー 夕 ン 〔80〕 93 

民主カンボジア 73 

ラ オ ス 73 

ベ 卜 ナ ム 69 

イ ン ド ネ シ ア 580 6.6 7.8 12.6 23.6 49.4 (34. 0) 57 

夕 イ 790 5.6 9.6 13.9 21.1 49.8 (34 .1) 74 

フィリピン 820 5.2 9.0 12.8 19.0 54.0 (38.5) 44 

北 朝 鮮 44 

モ ン ゴ ）レ 46 

マレーシア 1,860 3.5 7.7 12.4 20.3 56.1 (39.8) 45 

韓 国 1,910 5.7 11.2 15.4 22.4 45.3 (27. 5) 36 

シ ン ガ ポ ー ル 5,910 2 

日 本 10,080 8.7 13.2 17.5 23.1 36.8 (21. 2) 10 

(S8,~ 

伽）

Z
6
£
 ー

C
ー

g

出典： World Bank Report, 1984 (なおプータンについてはId.,1982) 

F AO, The State of Food and Agriculture, 1983. 



表4 健康、教育指標

（
話
医
・
塩
ヨ
）

（ー）顆饗0饗饗匿学甍Y心4一月に入ト

〔A〕 〔B)

出 生 時 1日1人当りカロ 小学校年齢層に占める就学者数の比率 中学校年齢層に 成人識学率

平均寿命 リー供給の心要量 (%) 占める就学者数 〔1977年〕

（歳） に対する比率（％） 計 男 女 の比率（％） （％） 

バ ン グ ラ デ シ ュ 48 84 62 76 47 15 26 

ネ I ゚ヽ ｝レ 46 86 91 126 53 21 19 

ピ 9レ マ 55 113 84 87 81 20 70 

イ ン ド 55 86 79 93 64 30 36 

中 国 67 107 118 130 106 44 66 

ス リ ラ ン 力 69 102 103 106 100 51 85 

ノ‘゚ キ ス 夕 ン 50 106 56 78 31 17 24 

ア フ ガ ニ ス タ ン 36 72 34 54 13 11 12 

プ • 一 夕 ン 43 103 21 25 17 3 

民主カンポジア 95 

ラ オ ス 43 97 97 105 89 18 41 

ベ 卜 ナ ム 64 90 113 120 105 48 87 

イ ン ド ネ シ ア 53 110 100 106 94 30 20.5 

夕 イ 63 105 96 95 93 29 84 

フ イ リ ピ ン 64 116 104 106 103 63 75 

北 朝 鮮 64 129 116 118 114 

モ ン ゴ Jレ 65 111 105 107 102 89 

マ レ シ ア 67 121 92 94 91 53 

韓 国 67 126 107 108 105 85 93 

シ ン ガ ポ Jレ 72 133 104 106 103 65 

日 本 77 117 100 100 100 92 99 

出典： World Development Report, 1984. ただし、成人識字率についてはId.,1982. 

なお、小学校就学率が100%を越える国があるが、これは、公式学齢を上下する生徒がいるためとされる。
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タ
イ
、

パ
キ
ス
タ
ン
、

も
な
く
、
今
日
で
は
、
国
内
的
自
助
と
国
際
的
協
力
の
連
動
な
し
に
は
、
貧
困
国
民
の
社
会
権
の
実
現
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
て

そ
の
他
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
自
決
権
も
問
題
に
な
る
。
国
連
は
特
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

国
（
地
域
）

ま
た
、
少
数
民
族
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
東
チ
モ
ー
ル
と
い
っ
た
諸

の
事
態
を
憂
慮
し
て
き
て
お
り
、
就
中
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
め
ぐ
っ
て
は
、
自
決
権
行
使
が
可
能
と
さ
れ
る
状
態
の
回
復
を

(72) 

求
め
る
決
議
が
一
九
八
一
年
以
来
毎
年
国
連
人
権
委
員
会
の
場
で
採
択
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
ま
た
一
九
七
九
年
末
以
来
、
難
民
の
大
量
流
出
国
と
も
な
っ
て
お
り
、
今
日
で
は
四

0
0万
人
を
越
え
る
国
民
を

(73) 

周
辺
国
へ
流
出
せ
し
め
て
い
る
。
ま
た
、
大
量
難
民
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
、
さ
ら
に
最
近
で
は
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
も

(74) 

大
規
模
な
流
出
が
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
の
難
民
の
流
出
は
人
種
間
抗
争
の
激
化
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ

(75) 

も
そ
も
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
多
様
な
人
種
、
言
語
、
宗
教
、
文
化
を
抱
え
る
「
モ
ザ
イ
ク
」
的
社
会
が
殆
ど
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ア

ジ
ア
で
は
少
数
民
族
の
地
位
に
殊
の
外
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
原
住
民
を
め
ぐ
る
状
況
も
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ラ
オ
ス
、

(76) 

フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
諸
国
で
看
過
し
得
ぬ
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。
こ
の
他
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
劣

位
に
お
か
れ
て
い
る
女
性
・
児
童
の
地
位
や
多
国
籍
企
業
の
進
出
に
伴
う
様
々
な
弊
害
（
文
化
破
壊
、
汚
染
な
ど
）
も
見
逃
す
こ
と
が
で

き
な
い
人
権
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

(62)
以
上
、
前
掲
注

(37)
『
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
年
次
報
告
書
・
1
9
8
4

』
二
九
ー
九
八
頁
。

(63) 
See, 
e.g., 
V. G
u
n
e
w
a
r
d
e
n
a
,
 M
a
n
,
 M
e
d
i
a
,
 and•Dere[0 

p
m
e
n
t
 :
 T
h
e
 Press in Sri L
ミ～
k
d」

H
u
m
a
n
R
i
g
h
t
s
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
,
 S
u
m
m
e
r
 19
8
1
,
 

c
そ
の
他

い
る
の
で
あ
る
。

三
八
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